
平成２５年第１回飛騨市議会定例会議事日程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年３月６日　午前１０時００分開議

日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 議案第６号 飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第３ 議案第７号 飛騨市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について

第４ 議案第８号 飛騨市税条例の一部を改正する条例について

第５ 議案第９号 飛騨市手数料徴収条例の一部を改正する条例について

第６ 議案第１０号 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について

第７ 議案第１１号 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

第８ 議案第１２号 飛騨市子ども予防接種費助成条例の一部を改正する条例について

第９ 議案第１３号 飛騨市保健センター条例の一部を改正する条例について

第１０ 議案第１４号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず
るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例について

第１１ 議案第１５号 飛騨市コミュニティー施設条例の一部を改正する条例について

第１２ 議案第１６号 指定管理者の指定について（飛騨市釜崎屋内ゲートボール場）

第１３ 議案第１７号 飛騨市育英基金条例の一部を改正する条例について

第１４ 議案第１８号 飛騨市スポーツ施設条例及び飛騨市使用料徴収条例の一部を改正する
条例について

第１５ 議案第１９号 古川国府給食センター利用組合規約の変更について

第１６ 議案第２０号 指定管理者の指定について（飛騨市文化交流センター）

第１７ 議案第２１号 指定管理者の指定について（飛騨市友雪館）

第１８ 議案第２２号 財産の無償譲渡について（飛騨市流葉ふれ愛センター）

第１９ 議案第２３号 飛騨市駐車場条例の一部を改正する条例について

第２０ 議案第２４号 飛騨市企業振興条例の一部を改正する条例について



日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第２１ 議案第２５号 飛騨市地域産業振興施設条例の一部を改正する条例について

第２２ 議案第２６号 飛騨市商工業振興資金利子補給条例を廃止する条例について

第２３ 議案第２７号 指定管理者の指定について（地域交流センター船津座）

第２４ 議案第２８号 数河辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第２５ 議案第２９号 平畦辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第２６ 議案第３０号 稲越辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第２７ 議案第３１号 元田辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第２８ 議案第３２号 坂下辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第２９ 議案第３３号 漆山辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第３０ 議案第３４号 茂住辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第３１ 議案第３５号 山之村辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第３２ 議案第３６号 飛騨市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例について

第３３ 議案第３７号 飛騨市農業支援協議会条例について

第３４ 議案第３８号 飛騨市新規就農者支援基金条例の一部を改正する条例について

第３５ 議案第３９号 飛騨市肉用繁殖雌牛導入基金条例について

第３６ 議案第４０号 飛騨市地鶏育成施設条例を廃止する条例について

第３７ 議案第４１号 指定管理者の指定について（飛騨市地域交流施設香愛ローズガーデン）

第３８ 議案第４２号 指定管理者の指定について（飛騨市林業総合センター）

第３９ 議案第４３号 指定管理者の指定について（万波牧場）

第４０ 議案第４４号 財産の無償譲渡について（古川町笹ヶ洞廻り洞地内分収造林地）

第４１ 議案第４５号 財産の無償貸付けについて（飛騨市地鶏育成施設）



日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第４２ 議案第４６号 財産の無償貸付けについて（飛騨市高品質堆肥製造施設）

第４３ 議案第４７号 飛騨市市営住宅管理条例の一部を改正する条例について

第４４ 議案第４８号 指定管理者の指定について（三之町まちづくりセンター）

第４５ 議案第４９号 平成２４年度飛騨市一般会計補正予算（補正第５号）

第４６ 議案第５０号 平成２４年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第４号）

第４７ 議案第５１号 平成２４年度飛騨市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第２号）

第４８ 議案第５２号 平成２４年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第３号）

第４９ 議案第５３号 平成２４年度飛騨市簡易水道事業特別会計補正予算（補正第２号）

第５０ 議案第５４号 平成２４年度飛騨市公共下水道事業特別会計補正予算（補正第３号）

第５１ 議案第５５号 平成２４年度飛騨市農村下水道事業特別会計補正予算（補正第２号）

第５２ 議案第５６号 平成２４年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計補正予算（補正第１
号）

第５３ 議案第５７号 平成２４年度飛騨市駐車場事業特別会計補正予算（補正第１号）

第５４ 議案第５８号 平成２４年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第３号）

第５５ 議案第５９号 平成２４年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第２号）

第５６ 議案第６０号 平成２４年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第３号）

第５７ 議案第６１号 平成２５年度飛騨市一般会計予算

第５８ 議案第６２号 平成２５年度飛騨市国民健康保険特別会計予算

第５９ 議案第６３号 平成２５年度飛騨市後期高齢者医療特別会計予算

第６０ 議案第６４号 平成２５年度飛騨市介護保険特別会計予算

第６１ 議案第６５号 平成２５年度飛騨市簡易水道事業特別会計予算

第６２ 議案第６６号 平成２５年度飛騨市公共下水道事業特別会計予算



日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第６３ 議案第６７号 平成２５年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

第６４ 議案第６８号 平成２５年度飛騨市農村下水道事業特別会計予算

第６５ 議案第６９号 平成２５年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計予算

第６６ 議案第７０号 平成２５年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

第６７ 議案第７１号 平成２５年度飛騨市駐車場事業特別会計予算

第６８ 議案第７２号 平成２５年度飛騨市情報施設特別会計予算

第６９ 議案第７３号 平成２５年度飛騨市給食費特別会計予算

第７０ 議案第７４号 平成２５年度飛騨市水道事業会計予算

第７１ 議案第７５号 平成２５年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算

第７２  一般質問

第７３ 議案第７６号 新市まちづくり計画の変更について

第７４ 議案第７７号 飛騨市新型インフルエンザ等対策本部条例について

第７５ 議案第７８号 平成２４年度飛騨市一般会計補正予算（補正第６号）



日程第１

日程第２

日程第３

日程第４

日程第５

日程第６

日程第７

日程第８

日程第９

日程第１０

日程第１１

日程第１２

日程第１３

日程第１４

日程第１５

日程第１６

日程第１７

日程第１８

日程第１９

日程第２０

日程第２１

日程第２２

日程第２３

日程第２４

日程第２５

日程第２６

日程第２７

日程第２８

日程第２９

日程第３０

日程第３１

日程第３２

日程第３３

日程第３４

日程第３５

日程第３６

日程第３７

日程第３８

日程第３９

議案第４１号 指定管理者の指定について（飛騨市地域交流施設香愛ローズガーデン）

議案第４２号 指定管理者の指定について（飛騨市林業総合センター）

議案第４３号 指定管理者の指定について（万波牧場）

議案第３９号 飛騨市肉用繁殖雌牛導入基金条例について

議案第３５号 山之村辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第３６号 飛騨市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例について

議案第３７号 飛騨市農業支援協議会条例について

議案第３１号 元田辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第３８号 飛騨市新規就農者支援基金条例の一部を改正する条例について

議案第２６号 飛騨市商工業振興資金利子補給条例を廃止する条例について

議案第３０号 稲越辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第２４号 飛騨市企業振興条例の一部を改正する条例について

議案第２５号 飛騨市地域産業振興施設条例の一部を改正する条例について

本日の会議に付した事件

会議録署名議員の指名

議案第７号

議案第６号 飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

飛騨市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について

議案第１３号 飛騨市保健センター条例の一部を改正する条例について

議案第２０号 指定管理者の指定について（飛騨市文化交流センター）

議案第１７号 飛騨市育英基金条例の一部を改正する条例について

議案第１８号 飛騨市スポーツ施設条例及び飛騨市使用料徴収条例の一部を改正する条
例について

議案第１９号 古川国府給食センター利用組合規約の変更について

議案第１１号 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第１２号 飛騨市子ども予防接種費助成条例の一部を改正する条例について

議案第２３号 飛騨市駐車場条例の一部を改正する条例について

議案第１４号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる
ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す
る条例について

議案第１５号 飛騨市コミュニティー施設条例の一部を改正する条例について

議案第１６号 指定管理者の指定について（飛騨市釜崎屋内ゲートボール場）

議案第２１号 指定管理者の指定について（飛騨市友雪館）

議案第２２号 財産の無償譲渡について（飛騨市流葉ふれ愛センター）

飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について

飛騨市手数料徴収条例の一部を改正する条例について

議案第１０号

飛騨市税条例の一部を改正する条例について議案第８号

議案第９号

議案第３２号 坂下辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第３３号 漆山辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第３４号 茂住辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第４０号 飛騨市地鶏育成施設条例を廃止する条例について

議案第２７号 指定管理者の指定について（地域交流センター船津座）

議案第２８号 数河辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第２９号 平畦辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について



日程第４０

日程第４１

日程第４２

日程第４３

日程第４４

日程第４５

日程第４６

日程第４７

日程第４８

日程第４９

日程第５０

日程第５１

日程第５２

日程第５３

日程第５４

日程第５５

日程第５６

日程第５７

日程第５８

日程第５９

日程第６０

日程第６１

日程第６２

日程第６３

日程第６４

日程第６５

日程第６６

日程第６７

日程第６８

日程第６９

日程第７０

日程第７１

日程第７２  

日程第７３

日程第７４

日程第７５

一般質問

議案第７１号 平成２５年度飛騨市駐車場事業特別会計予算

議案第７２号 平成２５年度飛騨市情報施設特別会計予算

議案第７３号 平成２５年度飛騨市給食費特別会計予算

議案第７４号 平成２５年度飛騨市水道事業会計予算

議案第７５号 平成２５年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算

議案第７０号 平成２５年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

議案第６５号 平成２５年度飛騨市簡易水道事業特別会計予算

議案第６６号 平成２５年度飛騨市公共下水道事業特別会計予算

議案第６７号 平成２５年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

議案第６８号 平成２５年度飛騨市農村下水道事業特別会計予算

議案第６９号 平成２５年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計予算

議案第６４号 平成２５年度飛騨市介護保険特別会計予算

議案第５９号 平成２４年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第２号）

議案第６０号 平成２４年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第３号）

議案第６１号 平成２５年度飛騨市一般会計予算

議案第６２号 平成２５年度飛騨市国民健康保険特別会計予算

議案第６３号 平成２５年度飛騨市後期高齢者医療特別会計予算

議案第５８号 平成２４年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第３号）

議案第５３号 平成２４年度飛騨市簡易水道事業特別会計補正予算（補正第２号）

議案第５４号 平成２４年度飛騨市公共下水道事業特別会計補正予算（補正第３号）

議案第５５号 平成２４年度飛騨市農村下水道事業特別会計補正予算（補正第２号）

議案第５６号 平成２４年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計補正予算（補正第１
号）

議案第５７号 平成２４年度飛騨市駐車場事業特別会計補正予算（補正第１号）

議案第５２号 平成２４年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第３号）

議案第４７号 飛騨市市営住宅管理条例の一部を改正する条例について

議案第４８号 指定管理者の指定について（三之町まちづくりセンター）

議案第４９号 平成２４年度飛騨市一般会計補正予算（補正第５号）

議案第５０号 平成２４年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第４号）

議案第５１号 平成２４年度飛騨市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第２号）

議案第４６号 財産の無償貸付けについて（飛騨市高品質堆肥製造施設）

議案第４４号 財産の無償譲渡について（古川町笹ヶ洞廻り洞地内分収造林地）

議案第４５号 財産の無償貸付けについて（飛騨市地鶏育成施設）

議案第７７号 飛騨市新型インフルエンザ等対策本部条例について
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（ 開議 午前１０時００分 ） 
◆開議 
◎議長（天木幸男） 

本日の出席議員は全員であります。それでは、ただ今から本日の会議を開きます。 
本日の議事日程および質疑・一般質問の発言予定者は、配付のとおりであります。 

 
◆日程第１ 会議録署名議員の指名 
◎議長（天木幸男） 

日程第１、会議録署名議員の指名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、

会議規則第８１条の規定により３番、田中清安君、４番、洞口和彦君を指名いたします。 
 
◆日程第 ２ 議案第 ６号 飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

から 
日程第７１ 議案第７５号 平成２５年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算 
日程第７２ 一般質問 

◎議長（天木幸男） 
日程第２、議案第６号、飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、

日程第７１、議案第７５号、平成２５年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算までの

７０議案を一括して議題といたします。７０議案の質疑と併せて、これより日程第７２、

一般質問を行います。 
それでは、通告順に発言を許可いたします。最初に９番、内海良郎君。 
〔９番 内海良郎 登壇〕 

○９番（内海良郎） 
皆さん、おはようございます。議長より発言のお許しを得ましたので、通告に基づき

まして質問をさせていただきます。 
議会基本条例施行の初年度、議会は市民の意見を市政に反映させるため、各種の意見

交換会や企業訪問などを行いました。そして、頂きましたご意見や提言および要望事項

の一つ一つを委員会にて話し合い、委員会としての意見を取りまとめ、その結果を相手

方と市長に報告しました。 
また、この中から、飛騨市の最重要課題である人口減少に歯止めをかけるべく雇用の

場を創出し、定住人口の増加を図るために工場立地が可能な良好な工場団地を確保し、

企業の事業展開を支援するとした工場団地について、政策提言書を先般市長に提出させ

ていただきました。なお、このことは蛇足ではありますが、政策提言書は議会での政策

討論会を経て、飛騨市議会の総意として提言したものであることを申し添えさせていた

だきます。 
それでは一つ目の質問でありますが、産業常任委員会が行った地元企業８社への訪問、
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および商工観光１０団体との意見交換会によりお聞きしました数多くの意見の中から、

１０点に絞って産業常任委員会としての意見も含め、お伺いいたします。 
なお、この中には平成２５年度予算に盛り込まれたものもありますが、このことは市

民の意見が早速反映されたものとして捉え、あえてこれらも含めて市当局の考え方、方

針および対応などをお伺いいたします。 
１点目でございます。働く場の確保につきましては、市民の間では雇用の場がないと

いうことが一般的な声ですが、企業訪問にて社長さんをはじめ経営者の方のお話の中で、

ほとんどの企業でおっしゃられたことは「優秀な地元の人材が欲しい。しかし、募集し

ても、特に大学生など地元の応募がない」との意外なお話でございました。このことは、

企業なりの手立てを尽くされた上でのお話であるとともに、商工団体からも人材確保に

ついて同じようなお話を聞き、情報不足であると感じました。 
つきましては、市主催の就職ガイダンスを開催していただきたいと思います。また、

市の広報にて市内企業などの募集の掲載を行ってはいかがでしょうか。 
２点目、工場立地について、市指定の工場団地である神岡町東雲にある新工場など、

県道長倉神岡線への取り付け道路は急こう配のため、冬期間は大変苦慮しているとのこ

とでありました。このことについては、旧神岡町が造成したことからも、市において産

業道路として早急に対策を講ずるべきではないでしょうか。 
３点目、住民と企業との環境トラブルにつきましては、当然住民の生活圏を守るべき

ではありますが、企業がそのことで市外へ転出してしまっては損失となります。そこで、

企業立地周辺への環境トラブル解消に向けた環境改善への投資を促進するための、設備

投資に対する固定資産税の減免などの支援ができないでしょうか。 
４点目、地域経済再生に向け、歴史や文化、産業遺産など、飛騨市における資産の再

認識と再発掘による交流人口の増大や、それに伴う経済の活性化が図れないでしょうか。 
５点目、地域活性化に向けて、東京大学宇宙線研究所の大型低温重力波望遠鏡整備な

どに鑑み、先端宇宙科学の世界的研究拠点の整備など研究基盤強化推進を図り、「元気な

日本」復活につなげられないでしょうか。 
６点目、景気対策も含めまして、代替エネルギーの一つである太陽光発電への補助金。

ならびに節電効果があるＬＥＤに取り換える防犯灯補助金の創設をお願いしたい。 
７点目、市内商店の活性化につきましては、大型店の郊外進出などにより既存の商店

が疲弊しているので活性化のため店舗などのリフォーム補助金の創設を願いたい。 
８点目、公共交通の充実につきまして、古川と神岡を結ぶバス運行は、観光客の利便

性のみならず古川、神岡両地域の人々の交流促進や活性化に大きく関わりがあるので、

ＪＲ飛騨古川駅着２０時５９分の列車到着などを勘案した２１時過ぎの古川発神岡行き、

ならびに折り返し２２時頃、神岡発古川・高山行きのバスの運行および増発をお願いさ

れたい。また、ＪＲ高山線の下り最終列車は坂上止まりとなっているが、猪谷行きとな

るよう働きかけをお願いしたい。 
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９点目、町並み景観保全につきまして、飛騨市観光の目玉である町並み景観を保全す

るため、景観法に基づく新たな景観計画、条例の制定など総合的な景観政策を官民一体

となって取り組まれるようお願いしたい。 
１０点目、宿泊客の誘致につきまして、冬期修学旅行の減少はスキー場を有する地域

にとって、存続させていくには修学旅行やスポーツ合宿など団体客誘致が必須であるこ

とから、行政としても高校、大学へのアプローチや窓口などの協力を願いたい。 
以上、１０点につきましてお伺いいたします。 

◎議長（天木幸男） 
答弁を求めます。 
（｢議長｣と呼ぶ声あり。）   ※以下、この｢議長｣と呼ぶ声の表記は省略する。 

◎議長（天木幸男） 
市長、井上久則君。  ※以下、この議長の発言者指名の表記は省略する。 
〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 
皆さん、おはようございます。本日は、６名の方の一般質問にそれぞれお答えさせて

いただきたいと思います。はじめに、内海議員の質問にお答えさせていただきます。企

業訪問および商工・観光団体との意見交換会についてということでございます。 
過日、議会から政策提言をいただきましたが、その提言についての市の考え方も含め

答弁をさせていただきます。１０項目でございますので、それぞれお答えさせていただ

きたいと思います。 
はじめに、企業の人材確保と雇用対策についてでございます。市主催の就職ガイダン

スについては、明日を担う若い人材の地元への定着を推進することを目的として、新規

学卒者や保護者等に地元企業に関する情報を広く提供するため、高山市と共催で春、夏、

冬の年３回実施しているところでございます。春は来春卒業する大学４年生を中心に、

夏は一般の方も対象に含め、冬は大学３年生を対象に行っているところでございます。 
毎回、飛騨市内の参加企業については、約３０社に出展の依頼をさせていただいてお

りますが、毎回１０社程度の出展となっているところでございます。また、参加者につ

いては、平均１２０名が参加されますが、飛騨市出身者は約３０名程度となっておりま

す。市主催の就職ガイダンスの開催については、今後、出展いただいております企業と

相談しながら、検討をしてまいりたいと思っております。 
市広報への求人募集の掲載については、市広報紙は編集から発行まで２０日～３０日

間かかるということでございますので、求人の依頼を受けてから発行までの期間が長す

ぎて、広報紙での募集はそぐわないと思っております。このため広報紙では、今年度の

シリーズとして「市を支える地元企業」と題して市内で頑張ってみえる企業を連載し、

表紙には「職場の新星」と題して新入社員を登用し、市内企業のＰＲに努めているとこ

ろでございます。 
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また、昨年２月から、飛騨市のホームページに市内の求人情報やハローワークの求人

情報を掲載しており、２０歳になる方を対象にメールマガジンへの登録を呼びかけ、希

望者に対して就職ガイダンスの開催情報や市内の就職情報等を、今年度の成人者から提

供する予定であります。また、就職情報を必要とするお子さんを持つ地元の親御さんに

対しても、広報ひだを通じてメールマガジンへの登録を呼びかけていく予定でございま

す。 
いずれにいたしましても、雇用主と就職希望者の間でミスマッチが起きないように方

途を講じてまいります。 
二つ目の神岡町東雲工業団地取り付け道路の県でございます。同区間につきましては、

前々から要望をいただいているところでございまして、市道部分の勾配修正に併せて、

県道長倉神岡線の道路改良を行う必要があることから、飛騨市といたしましては平成２

２年より県に道路改良をお願いしているところでございます。これを受けて、県では、

今年度調査設計を実施していただけたと伺っております。今後も引き続き早期事業化に

向け、粘り強く要望してまいりたいと考えております。 
３番目の企業の周辺住民環境整備対策支援でございます。現在、商工業生産設備等に

対する飛騨市税の特例に関する条例では、製造業、情報通信技術利用業、旅館業につい

て、１、建物及びその付帯設備、２、対象建物のある土地、３、償却資産の取得価格２，

７００万円を超える生産設備に対して３年間の課税免除が適用されているところでござ

います。 
これは、環境に配慮した新たな生産設備の更新や増設については対象となりますが、

現状の生産設備の環境改善などは対象にはなりません。 
環境問題に対する企業の取り組み状況としては、環境基準等の法令の遵守は企業が果

たすべき当然の責務と考えますが、企業において社会的責任を果たし、企業イメージの

向上、法規制以外の事項について地域との懇談会を開催するなど、自主的に環境保全の

取り組みを進めている企業もございます。 
このため、法令遵守以外の環境改善につきましては、今後、市の支援できる範囲につ

いて、どこまでかということでございますが、検討してまいりたいと考えているところ

でございます。 
４番目、資源の再認識と再発掘による交流人口の増大についてでございます。観光ビ

ジョンの掲げる理念を実現するため新たに外部人材を活用して「飛騨びととつながる学

びプログラム推進事業」を立ち上げるほか、高山や白川郷との差別化を図るための政策

を実現するべく、現在、まちづくり協議会の交流促進部会が討議を始めたところであり、

既存の観光協会ブラッシュアップ事業部で実践されている事業をはじめ、各団体が持ち

得ている蓄積データを整理しながらターゲットを絞り、地域にある資源を連携させた着

地型旅行商品の開発に力を入れる所存でございます。 
５番目、先端宇宙科学研究拠点整備など研究基盤強化推進につきましては、現在、研
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究者のご協力をいただきながら懇話会を開催しているところでございまして、さまざま

なご意見を頂いた後に、平成２５年度中に研究者の住環境整備を含めた基本構想を策定

いたしまして、国等関係機関へ働きかけを行っていく所存でございます。 
６番目、太陽光発電ならびにＬＥＤ防犯灯補助金の創設についてでございます。この

両方ともについて平成２５年度より補助を行うべく、今回の議会に予算案を上程させて

いただいております。まず、太陽光発電システムの導入にかかる補助でございますが、

一般家庭の屋根などに設置いたします場合、１ｋＷあたり３万円、上限１２万円の補助

を行う予定でございます。また、ＬＥＤ防犯灯の補助に関しましては、各行政区等で維

持、管理されております既存の防犯灯を、省エネ効果の高いＬＥＤ防犯灯へ取り替える

際に要する費用の３分の１、１灯あたり７，０００円を上限に補助をする予定でござい

ます。 
７点目、店舗などのリフォーム補助金の創設についてでございます。商店等の魅力あ

る店舗づくりを促すことで、市民が快適な生活を営み、商業の活性化と賑わいの創出を

図ることを目的として、店舗改修費用等の一部を補助金として交付する制度を４月から

創設いたします。 
改修費用および広告宣伝費用について、事業費の３分の１以内、限度額を１００万円

とし、対象期間は平成２８年３月までの３年間を予定しているところでございます。 
８点目、古川・神岡間のバス運行につきましては、今回、一昨日でございますが商工・

観光団体からも要望がございまして、地域交通についてバス会社に要望をしているとこ

ろでございます。再度、要望もさせていただきたいと思います。 
また、高山本線下り最終列車の猪谷行への働きかけにつきましては、高山本線強化促

進同盟会要望の中で力強く要望してまいりたいと考えているところでございます。 
９点目、町並景観保全でございます。景観法に基づく景観計画、条例制定の予定とい

たしましては、２５年度に担当部署による事前調査を行い、同時にまちづくり協議会で

も景観形成について検討する部会を立ち上げ、２６年度にはそれぞれの意見を集約し検

討する、官民一体となった取り組みを行いますのでよろしくお願いいたします。 
最後１０点目でございますが、修学旅行、スポーツ合宿などの団体客誘致についてで

ございます。流葉スキー場の修学旅行につきましては、流葉観光開発協同組合が修学旅

行を扱うエージェントへの営業により団体客誘致をされ、夏場のスポーツ合宿について

は、ふれあい委員会が中心となり、大会誘致や宿泊先の調整などを行ってみえます。い

ずれも民間のノウハウを最大限発揮され、団体客獲得に貢献されております。 
行政といたしましても、パンフレットへの掲載や各種観光展でのＰＲとともに、大会

誘致補助金などによる支援も行っているところでございます。 
スポーツ合宿の受け入れにつきましては、宿泊施設の老朽化や利用者の個室化への対

応など、現設備では厳しい現状でもあります。今後、他のスポーツ合宿地との競争に打

ち勝つためには、今一度施設整備も含めた受け入れ態勢の改善を、事業関係者などと検
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討していく時期に来ていると考えております。 
行政の立場では、店舗などのリフォーム補助を有効活用しながら、施設整備を進めて

いただきたいと考えております。また、ラグビーやサッカーなどの協会本部に対しては、

常に要望に訪れておりますので、こうした活動は引き続き行ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 
〔市長 井上久則 着席〕 

○９番（内海良郎） 
ありがとうございました。ただ今答弁をいただきました件は、関係団体などへも報告

をさせていただきたいと思います。それでは二つ目の質問に移ります。 
近年本格的な人口減少により、地域社会は岐路に立っているとした論調が目につきま

す。人口推計によると、２０１０年１億３，０００万人だった総人口は年々減り、２０

３０年に１億２，０００万人、２０４８年には１億人を割り込む見通しとしています。

そして、飛騨市は２０１０年に２万６，７３２人であった人口は、２０１５年には２万

５，０００人を割り込む２万４，９６７人、１２年後の２０２５年には２万４８９人と

最新の予測で発表し、予想を超える人口減少、少子化の進行が明らかになったとしてい

ます。 
また、２月２６日の岐阜新聞は１面に、県内６５歳以上初の２５％越えとの見出しで、

県内４２市町村の高齢化率を掲載していましたが、飛騨市はご存知のように３４．５％

で、高い順に４位で２１の市の中ではトップとなっております。つきましては、これら

の現状を把握しながらさまざまな影響が予想される中で、くらしを支える新たな戦略を

立てる必要があると痛感しています。それとともに、農林業を地域再生戦略とするべき

との思いを私は持っております。 
そこで、市は平成２５年度から、地域や組織の活性化に向けた取り組みについて積極

的に推進するとし、その一つに農業支援センターを設立し、就農、経営改善など農業者

の総合的な相談、支援を行うとしています。このことについては、昨年９月議会での一

般質問で農林業の振興のため、精通したエキスパートの育成と担当職員の充実を求めた

のに対して、副市長より農業ビジョン飛騨市農林水産業振興計画にも盛り込み、飛騨市

農業支援センターとして構築し対応するとの答弁であったことからも、非常に期待して

おりました。 
それでは、農業支援センターの設立とその役割についてお伺いいたします。１点目は、

産業常任委員会と農業委員会との意見交換会でも、農業支援センターに対する期待する

声がありましたが、農家が行けば信頼できる回答が得られるような体制なのか。また、

農家のたまり場的な場所になれるかが大切なことと考えますが、そのことから事務所の

位置、組織の構成員、常勤職員数と学識経験者数など体制についてお伺いいたします。 
２点目は、農業支援センターの役割は、飛騨市農林水産業振興実施計画に基づいて総

合窓口として一貫してサポートする組織であると思いますが、具体的にどのように実行
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するのかをお伺いいたします。 
３点目は、ＴＰＰと農業農村振興をテーマとした議員研修会にて、講師の酒井富夫富

山大学極東地域研究センターの教授は、飛騨の農業がとるべき道は 地域に根差した新

たな生産流通、販売に至るフードシステムの構築と、豊かな自然環境や伝統文化など地

域ブランド力を高めつつ、消費者とのつながりを重視すべきと話されました。 
どこで、人口減少と高齢化により集落機能の維持が困難となる地域もあり、今後さら

に増大されることが懸念されます。県内１５市町村の過疎地の集落を対象に、県が実施

した実態調査では明確な後継者のいない世帯が５７％を占めたほか、４０％の集落が１

０年後には集落機能の維持が困難になる見通しであるとしています。その上で、県政策

研究会は集落機能が急速に低下する限界点に達する前に対策が必要だと提言をしていま

す。 
つきましては、集落機能が維持できないようでは農業振興もできませんので、これら

に対応するための机上のプランではなく、地域へ足を運び、地域の住民とともにそれぞ

れの地域が知恵や工夫を絞り、取り組まれることを期待いたします。具体的には、はじ

めに地域ごとの現状と課題をまとめた上で、これに合致した例えば土地利用計画、耕作

放棄地対策、道水路の管理や草刈り、共有林の管理等々の基本方針と実施計画を策定し

て実行することではないかと考えます。 
そこで、このことに対しまして農業支援センターが率先して取り組まれ、実行される

ことを切望いたしますが、このようなことを行うのかどうかを伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔農林部長 石腰豊 登壇〕 

□農林部長（石腰豊） 
おはようございます。ただ今、農業支援センターの設立とその役割ということで、３

点のご質問をいただきましたので順次お答えさせていただきます。 
まず１点目、事務所の位置、組織の構成員、常勤職員数と学識経験者数などというご

質問でございます。飛騨市の農業振興を図るため、今年度、飛騨市農林水産業振興実施

計画を策定いたしました。１点目のご質問の農業支援センターの設置場所につきまして

は、農業者の目線に立った場合、庁舎内での部署移動も検討をいたしましたが、設置当

初であることから、現在の農林部での設置を予定しております。 
組織の構成員につきましては、農林部を現在の１課４係から２課６係といたします。

新設の組織には、農業支援センター長と農業委員会事務局長を兼ねる課長を配置し、農

業委員会、畜産係、農業支援センターの事務を所管し、支援センター係には、係長以下

担当職員と現在の農業アドバイザー２名を配置する予定としております。また、付属機

関としまして、農業および農村振興の総合的かつ効果的な推進に関する調査を行うため、

飛騨市農業支援協議会を設置いたします。有識者の意見を拝聴しながら、施策の立案と
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合意形成、評価を行いたいと考えております。 
協議会の構成員として、飛騨市、農業委員会、飛騨農林事務所、飛騨農業協同組合、

生産者組織等農業者の代表の方などに参画をしていただきたいと考えております。 
２点目の役割と具体的にどのように実行するのかについてのご質問でございます。役

割と具体的な実行内容につきましては、農業支援センターでは、新規就農から既存農業

者の営農までを一貫してサポートできる体制を整えたいと考えておりますが、まずは新

規就農者の増加を図ること、高齢化等により担い手の減少が著しい集落における集落営

農の組織化支援を重点的に取り組んでまいりたいと考えております。 
また、併設する農業支援協議会において、当事者である農業者の視点から特に必要な

施策の提案をいただき、市民参画によって、常に機能を充実してまいります。 
具体的に新規就農者応援事業では、国の事業でありますが、青年の就農意欲の喚起と

就農後の定着を図るため、就農前の研修期間２年でございますが、また、就農後の期間

５カ年のそれぞれの所得を確保する事業といたしまして、青年就農給付金事業により年

間１５０万円を支給いたします。 
農家の後を継ぐ、農業後継者の就農意欲喚起と就農後の定着を図るため、市の基金事

業として後継者就農給付金事業を創設し、就農前の研修期間２年、これにつきましては

年間１００万円、就農後３年につきましては年間５０万円の所得を確保するため支給い

たします。 
新規就農者施設整備補助事業では、新規就農者の就農意欲を促進するため、農業機械、

営農器材の導入に対する補助を基金事業として予定をしております。 
新規就農者の場合では、市外の方の参入も予想されることから住居対策も必要となる

ため、企画商工観光部で実施しております人口減少対策移住交流推進事業あんきな飛騨

市らいふプロジェクト事業との連携も必要であると考えております。 
３点目の地域ごとの基本計画と実施計画の策定による実行についてでございます。ご

指摘のとおり、農業全般においても少子高齢化による後継者不足、担い手不足が大きな

課題となっており、地域集落機能の維持が大変難しい状況となっております。対策とい

たしまして、実施計画の中にも「農地の荒廃防止に対する支援策」として位置づけをし

ております。 
具体的には、遊休農地活用のための農地所有者への利用促進指導、集落・地域の話し

合いによる中心経営体への農地集約のための「人・農地プラン」の策定、 農地の出し手、

借り手に対する支援、農業者自身が行います小規模農地の区画拡大、農作業の受託支援、

小規模農家が組織化した場合の農機具等の導入支援などの対応を新年度予算にも盛り込

んでおります。各地域の農業者との話合いの中で実情、課題を把握し、集落機能の維持

につなげるため各地域に合った対策を支援してきたいと考えております。以上でござい

ます。 
〔農林部長 石腰豊 着席〕 
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○９番（内海良郎） 
丁寧な答弁をありがとうございました。当然やっていただけることと思いながらも質

問させていただきますが、農業支援センターは農家が電話などで依頼すれば、その農家

や圃場へ行って指導などのサポートをしていただけるのか。念のため伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□農林部長（石腰豊） 

ただ今のご質問ですが、答弁でもさせていただきましたが、このセンターにつきまし

てはあくまで現場主義ということを前提としておりますので、電話等いただきましたら

そのような対応は当然させていただくように考えております。 
○９番（内海良郎） 

農業支援協議会を設立するということでございますが、この農業および農村振興の推

進に関する事項を調査し、および審査するとして、また施設の立案と合意形成、評価を

目指すとありますが、具体的にはどのようなことなのか伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□農林部長（石腰豊） 

ただ今のご質問ですが、支援センターの付属機関といたしまして、飛騨市の農業支援

協議会の設立を予定しております。構成のメンバーにつきましては最大２５名としてお

りまして、先ほども話をしましたように農業関係者、飛騨市、県、また地元であります

と中山間農業研究所、この関係の方にも参画をしていただくようにしております。 
また、各農業分野からの参加も予定しておりまして、いろいろなご意見を拝聴できる

ものとしております。この協議会につきましては、各分野の検討も含めながら各地域に

もそれぞれ課題があると思いますので、そちらの課題に対しましても随時対応したいと

考えているものでございます。 
○９番（内海良郎） 

協議会に部会を置くことができるとありますが、どのような部会なのかお伺いいたし

ます。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□農林部長（石腰豊） 

部会の設置でございますが、今の所の段階で申しますと蔬菜部会、水稲部会、果樹部

会、畜産部会、またこれ以外のものも当然発生してまいると思いますので、先ほどの答

弁と同じになりますが、随時充実を図っていきたいと考えております。 
○９番（内海良郎） 

ありがとうございました。安部総理大臣は、２８日の施政方針演説でＴＰＰ参加に強
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い意欲を表明するとともに攻めの農業政策が必要として、若者たちが美しいふるさとを

守り、未来に希望の持てる強い農業を作ってまいりたいと述べています。ただ今、農業

支援センターを作って、具体的には就農者への支援とか集落営農の支援を主体にやって

いきたいという話を聞かせていただきました。このことを成功させてもらうためには、

やはり市の強いリーダーシップと農家の信頼関係、このことによって成功が成し遂げら

れるのではないかと私は思います。更なる飛騨市の農林業の振興を祈念いたしまして、

質問を終わります。ありがとうございました。 
〔９番 内海良郎 着席〕 

 
◆休憩 
◎議長（天木幸男） 

暫時休憩いたします。 
 

（ 休憩 午前１０時４０分  再開 午前１０時４０分 ） 
 
◆再開 
◎議長（天木幸男） 

休憩を解き、会議を再開いたします。次に２番、中嶋国則君。 
〔２番 中嶋国則 登壇〕 

○２番（中嶋国則） 
発言のお許しをいただきましたので、大きく３点について質問させていただきます。

鮎ノ瀬保育園および鷹狩保育園の跡地利用についてお尋ねします。 
長年にわたり地域の幼児福祉の拠点として親しまれてまいりました、二つの保育園も

今春の３月３１日をもちまして廃止統合され、４月から民営のさくら保育園として開園

いたします。 
保育園の沿革を紐解きますと、鷹狩保育園が現在の場所に開園しましたのは、昭和４

８年４月ですから、ちょうど４０年の歳月を経過したわけでございます。それ以前は、

信包小学校の校舎を間借りして、昭和３３年４月から保育所が開設スタートしたとのこ

とでありますから、５５年の長い歴史があります。 
一方、鮎ノ瀬保育園が現在の場所に開園したのは、昭和４７年４月でありますから、

４１年経過しております。それ以前は、現在の杉崎農村環境改善センターの駐車場に、

昭和３３年４月児童福祉法に基づき杉崎保育園という名称で開設されていました。鷹狩

保育園と同じように５５年の月日が流れ、追憶新たなるものがございます。 
保育園に幼いころ通ったり、子供や孫を通わせてきた地域住民にとりまして、慣れ親

しんだ施設がなくなることは、非常に寂しいことであります。寂しい気持ちの一人とし

て、また、地域住民の関心に沿って質問いたします。 
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保育園の跡地利用として、地域密着の施設や公園の造成、または企業誘致などが考え

られますが、市の考えを伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市民福祉部長 谷澤敦子 登壇〕 

□市民福祉部長（谷澤敦子） 
おはようございます。それでは鷹狩・鮎ノ瀬保育園の跡地利用についてお答えいたし

ます。 
飛騨市の保育園整備につきましては、合併前の古川町、神岡町の保育園整備計画、平

成１９年度および平成２１年度飛騨市保育園整備計画審議会の答申に基づき、計画的に

進めているものでございます。 
鷹狩・鮎ノ瀬保育園の閉園、新統合園舎の建設につきましては、地域における長い歴

史、地域に愛された思い出の深い保育園が閉園となることから、保護者ならびに地域の

皆様のご理解をいただきながら進めてまいりました。現在、建設中であります「さくら

保育園」は、予定どおり４月１日の開園に向けて作業を進めております。併せて、鷹狩・

鮎ノ瀬両園の閉園に向けての作業も順調に進んでおりまして、３月２６日に両園の閉園

式ならびに卒園式を開催いたします。 
議員ご質問の両園の跡地利用につきましては、現時点では市といたしまして、使途、

用途を定めてはおりません。今後、地域の皆様のご意見を伺う予定にはしておりますが、

園舎を取り壊した際には、普通財産としまして将来的には、公園整備、そして企業誘致

等も視野に入れて検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
〔市民福祉部長 谷澤敦子 着席〕 

○２番（中嶋国則） 
今のところ、まだ何も決まっていないということでございますが、前に、去年でした

けれども将来の予定はという中で、耐震構造ではないので建物は更地にする、取り壊す

ということでございました。この新年度予算には計上されておりませんが、いつ取り壊

す予定なのかお尋ねします。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
△市長（井上久則） 

このことにつきましては、今ほど部長から言いましたように３月で閉園をする。そし

て新しい所へ移動するわけでございますが、この跡地利用について、建物を何かの形で

使うのかどうかということも含めての検討を今、しているということでご理解をいただ

いて、もし今、耐震構造等で人が中で何かするということにつきましては、よほど慎重

にいかなければならないのですが、そういった地元の調整を進めた上で取り壊しをしな
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ければならないということになれば、補正対応か２６年度に取り壊しをするという形に

なろうかと思っております。よろしくお願いいたします。 
○２番（中嶋国則） 

分かりました。いずれにいたしましても、地元にとりまして良い結果になることを期

待いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 
続きまして、２点目の質問をさせていただきます。空き家対策について伺います。 
全国的に空き家対策が論じられていますが、人口減少が進む地域ほど空き家が多いよ

うであります。最近、飛騨市内に空き家が増加している現状を知り、まさに危機的状況

であり、大変驚いたところでございます。といいますのは、株式会社柳組の県の委託事

業ということで途中経過でございましたけれども、空き家の調査結果、空き家の数をお

聞きしました。平成２５年２月現在において、一戸建ての空き家の数でございますけれ

ども、神岡町が最も多く４０４戸、次いで古川町の２６６戸、宮川町４４戸、河合町３

２戸となっており、市全体では合計７４６戸の空き家があります。 
さらに、６５歳以上の方が住んでおられ、将来において空き家になる可能性が高い住

宅は、やはり神岡町が最も多く１，０４５戸、次いで古川町の７３２戸、宮川町９１戸、

河合町５５戸となっており、市全体では合計１，９２３戸であるとの調査結果をお聞き

しました。その結果、２０年後の飛騨市は３分の１くらいが空き家になる恐れがある、

そんなお話でございました。 
この危機的状況に対し、市としてはどのようにお考えでしょうか。現在、空き家解消

の画期的な試みとして、古民家にＩＴ企業の事務所を都会から誘致されています。現在、

飛騨市内に４戸の古民家の活用事例があります。古民家を利用される方の感想は、自然

環境の良さもあり、都会の雑踏から離れて仕事に集中できて、大変好評のようでありま

す。 
そこで提案でありますが、市としてもさらに利用促進を図る方策として、所有者の意

向調査を実施されて、ホームページで空き家を紹介するなどの施策を実施されたらどう

でしょうか。交流人口の増加につながりますし、ひいては、定住していただける。そん

なことになれば、市として進めておられる米１０俵プロジェクトの対象者にもなるわけ

でございます。市のお考えを伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔企画商工観光部長 沖村三千一 登壇〕 

□企画商工観光部長（沖村三千一） 
おはようございます。それでは、空き家対策につきましてお答えさせていただきます。

ご質問は２点に分かれていますが、一括して答弁をさせていただきます。 
私も、事業者から調査されている県委託事業の中間報告を受けました。その際、古川

町の空き家と高齢者世帯の状況につきましては、特に弐之町から栄町一帯、向町の県道
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沿線、殿町馬場付近など、市街地を形成する住宅が軒並みに地図に印を落とされている

現状について驚きをもって拝見をさせていただきました。 
また、神岡町でも桜ヶ丘と旭ヶ丘の比較的新しい施設が建ち並ぶ地域を除いた旧船津

の町中は、古川町にも増して空き家、高齢者世帯の密集度が高い現状であることの報告

をもらいました。市内の至る所で加速する市街地の空洞化に、改めて危機感を募らせて

いるところでございます。 
それを裏付けるように、平成１２年と平成２２年の国勢調査の１０年比較では、６５

歳以上の高齢者単身世帯は６４０世帯が８７８世帯に増え、６５歳以上で後継ぎと同居

していない高齢夫婦世帯は８３５世帯から１，０７７世帯に増加しており、平成２２年

１０月時点の高齢者単身世帯と高齢夫婦世帯の合計は１，９５５世帯となり、統計分類

上の一般世帯の実に２２．３％を占めています。この数は、今後若い世代との同居がな

ければ、いずれは空き家となる可能性が高い世帯であることを意味しており、早急な対

策を迫られていることを認識いたしました。 
一方、三世代世帯は平成１２年に２，５２１世帯で、一般世帯の２６．９％でありま

したが、平成２２年には１，９８３世帯の２２．７％まで減少しています。こうした現

状から、単独で住んでいる高齢者世帯を少しでも減少させ、三世代同居を促進し、維持

しようとする世帯を支援するため、平成２５年度から新たに三世代同居世帯の住宅の新

築、購入、改修等に対する三世代同居支援補助金を創設し、予算議案に計上しておりま

す。 
また、本年度から始めている「あんきな飛騨市らいふプロジェクト」の位置づけで、

首都圏で実施している飛騨の暮らし、生活を紹介するワークショップについても引き続

き行って飛騨市の情報を発信しながら、更に飛騨市に魅力を感じた移住希望者が空き家

となっている中古住宅を購入し、改築を行った際に、その費用の一部を補助する移住促

進住宅改修補助金を新たに創設して、空き家の減少につなげていきたいと考えています。 
その他、空き家、空き店舗を活用した従来からの施策として、商店街空き店舗活用事

業奨励金制度、空き家を活用した起業化促進制度と併せて創業支援資金利子補給制度も

ありますので、これまで以上に周知を図って空き家を活用した起業支援をしてまいりた

いと考えております。 
次に、空き家情報をホームページや市のＰＲサイトに紹介するなど、情報の発信につ

いての考え方についてお答えいたします。 
空き家情報には、行政が把握しているものと不動産会社など民間事業者が持っている

ものがございます。特に行政サイドの情報については、情報の基が何に起因しているの

か個人情報保護の観点から、空き家の所有者に直接連絡を取って空き家の管理状況や、

今後活用する考えの有無にまで踏み込んで話を進めることは難しい状況にあります。 
今後は、個人情報の保護に留意しながらも、空き家所有者からの申し出を第１ステッ

プとした上で話を進め、さらに空き家バンクといった趣旨の登録についても同意が得ら
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れた場合には、宅建協会と連携を密にして、空き家情報を提供することができればと考

えております。 
さらに、まちづくり協議会の定住促進部会においても、空き家対策や移住受け入れの

促進などについても検討していただき、これ以上、空き家が増えないまちづくりを進め

たいと考えております。以上でございます。 
〔企画商工観光部 沖村三千一 着席〕 

○２番（中嶋国則） 
再質問をさせていただきます。昨日、前川議員の質問の中で、空き家に関することが

ございました。先端科学学園都市構想の中で、東大の研究者あるいは学生への住宅提供

について神岡の市街地の空き家を斡旋するようなことはどうかという中で、沖村部長か

ら、前向きな状況把握に努め、窓口になっていくような検討をするという答弁が確かあ

ったと思います。 
そこで質問ですが、２月２２日の中日新聞岐阜県版の記事に、可児市の２５年度の新

規事業として、空き家、空き地に対する対策という記事が出ておりました。所有者の了

解を得て、空き家、空き地の情報をホームページで紹介するという内容の記事があった

と思います。読まれた方もあるかと思いますけれども、この点について飛騨市もぜひ取

り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□企画商工観光部長（沖村三千一） 

ただ今のご質問にお答えいたします。空き家情報につきましては、所有者の情報提供

が必要でございます。空き家の情報発信につきましては、ホームページ以外につきまし

てもどのような形がよろしいか、紹介できる体制を今後検討させていただきたいという

ようなことを思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
○２番（中嶋国則） 

ありがとうございました。検討をしていただけるという答弁でございますので、期待

いたしたいと思います。続きまして、３点目の質問に入ります。 
民生・児童委員の表彰についてお尋ねします。民生委員は、厚生労働大臣から委嘱を

受けまして、担当地域の市民の福祉に関する相談等を受けながらボランティアで活動さ

れているところであります。具体的な活動内容としましては、地域に住む一人暮らしの

年配の方、障がいを持っている方や生活保護受給者などの相談に乗って、助言や必要な

情報の提供等をされています。 
さて、飛騨市には、現在８１名の民生委員がおられます。平成２３年度の活動状況調

査によりますと、訪問回数は、全員で１３，０４１回ということでございます。一人平

均にしまして年間１６１回の訪問回数であります。また、活動日数は、全員で７，５８

１日、一人平均９４日の活動をされています。 
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ある民生委員の方から、高齢化社会を迎えて、民生委員の仕事が増えたということを

お聞きしました。例えば、飛騨市要保護者台帳登録にかかる調査、管理であるとか、飛

騨市緊急通報装置設置にかかる相談、調査など新規の事業もあるということでした。委

員の任期は１期３年で、無報酬で職務に当たっておられます。民生委員８１名の任期別

の内訳でありますが、１期目の方が約半数の３９名、２期目の方が２２名、３期目の方

が１３名で、４期目以上の方は７名です。４期目以上の方の中には、辞めたくても後任

がいないとの理由もあり、続けておられる方もあるようです。民生委員の多くの方は、

２期６年程度で退任されるとのお話をお聞きしました。生活保護世帯の訪問、相談から、

高齢者の安否確認や訪問活動まで、さらには市役所や社会福祉協議会から依頼される職

務の多様化から、民生委員に求められる能力も高くなり、なり手の不足が常態化してい

るようです。先ほど述べましたように、民生委員一人当たりの年間訪問回数１６１回、

年間活動日数９４日、この数字が示すように、仕事量も多く無報酬で活躍されることに

対して、そのご労苦に報いるためにも、自治功労者表彰の基準を２０年から引き下げる

お考えはありませんでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 
それででは、民生・児童委員の表彰につきまして、私の方からお答えさせていただき

たいと思います。 
民生・児童委員につきましては、民生委員法に「社会奉仕の精神をもって、常に住民

の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるもの」

と規定され、市町村の区域に置かれているところでございます。任期につきましては、

議員ご指摘のとおり３年でございまして、活動に必要な交通費等の費用を除き、給与は

支給されておりません。 
職務といたしましては、地域の要援護者に関する調査、実態把握、見守り、相談支援

を行うほか、各種行事の参加など幅広い活動を行っていただいております。また、民生

委員は児童福祉法に規定されている児童委員も兼ねており、児童および妊産婦の福祉向

上のための必要な相談援助も行っていいただいております。さらに、民生委員・児童委

員の中に、児童福祉に関することを専門に行っていただく主任児童委員も別に設置され

ているところでございます。 
飛騨市の現状といたしましては、民生委員・児童委員定員８２名のところ、１名欠員

の８１名の方を選任しているところでございます。欠員の人数につきましては、全国的

には足らないところでございまして、資料によりますと５，３５５人が欠員ということ

で、岐阜県では２１人の方が足らないという状況にあるそうでございます。活動の状況

につきましては、議員が述べられているとおりでございます。 
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また、活動内容は、一人暮らし高齢者の見守りをはじめ、介護、健康、生活に関する

相談等だけではなく、消費者被害や、児童・高齢者の虐待、孤立死、引きこもり等の今

日的な問題に対する解決のための支援につなげていく仕事も行っております。 
また、飛騨市として通常の業務以外に特に依頼をしたい業務に対しては、飛騨市民生

委員・児童委員協議会と委託契約を締結いたしまして活動をしていただいているところ

でございます。 
市民の最も身近なところで活動する民生委員・児童委員は、地域福祉の中心的な担い

手として、その役割に大きな期待が寄せられているところでございますが、議員ご指摘

のとおり、業務の多様化・複雑化や、住民意識の変化、個人情報保護法への過剰な反応

等によりまして、民生委員・児童委員の選任が困難になってきているのが現実でござい

ます。その大変な業務を行っていただいていることに対して、岐阜県では、福祉増進、

民生の安定に尽力し特段の功績があった方として１５年以上活動されている方に知事表

彰。国では、２０年以上活躍されている方で特に顕著な功績のあった方には厚生労働大

臣表彰など、民生委員・児童委員に対する表彰制度を設け、その功績、実績を称えてい

るところでございます。 
飛騨市の自治功労賞表彰の基準を２０年から引き下げることにつきましては、飛騨市

の表彰条例の基準では、民生関係、これは民生委員、人権擁護委員、行政相談員でござ

いますが、これを２０年以上、７期でございます。他市の状況からも遜色はないと考え

ているところでございます。そして、自治功労表彰までいかない一般功労表彰として民

生関係につきましては、１５年以上、５期で、そういった表彰を行っているところでご

ざいます。そういったことでございますので、他地域との比較をしても遜色はないとい

うことでございますので、今のところ、この表彰規定につきましては変更する考えは持

っておりませんので、ご理解をいただきますようお願いいたします。 
〔市長 井上久則 着席〕 

○２番（中嶋国則） 
表彰基準の見直しをする考えはないとのご答弁でありました。私が聞いたところによ

りますと、下呂市の表彰基準は、５期１５年で市の表彰があるということを聞いており

ますので、ぜひ、その辺りも検討されることを要望いたしまして私の質問を終わります。

ありがとうございました。 
〔２番 中嶋国則 着席〕 

 
◆休憩 
◎議長（天木幸男） 

ここで暫時休憩いたします。再開は１１時２０分といたします。１０分間でございま

す。 
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（ 休憩 午前１１時０９分  再開 午前１１時２０分 ） 
 
◆再開 
◎議長（天木幸男） 

それでは休憩を解き、会議を再開いたします。３番、田中清安君。 
〔３番 田中清安 登壇〕 

○３番（田中清安） 
議長の許可をいただきましたので、２点についてご質問させていただきます。 
第１点でございますけれども、第二次総合計画についてでございます。第二次総合計

画につきましては、皆様ご存知のとおり「市民が安心して暮らせるまちづくり」を目標

に掲げて、平成２２年２月に策定されたところであります。 
この計画は、目標達成に向けて具体的な施策として２４の個別計画を明らかにするこ

とにしております。ただ、現状としては、まだ１９個の個別計画しか作成されていない

のが現状であります。５つの個別計画が明らかにされていない。総合計画の中で２４策

定すると言ってありますけれども、１９しか明らかにされていないような状況でありま

す。 
職員の定数が削減されたこともありまして、日常業務が過重となってなかなか進まな

いのだろうということも理解できないわけではないのですが、飛騨市が目指す方向につ

いて、市民にはっきり示して計画遂行ということが重要だろうと思います。 
では、第二次総合計画がどのようになっているのかといいますと、おさらいでありま

すけれども、計画期間が１０年、平成２２年から３１年であります。その中で、前期が

２２年から２６年、後期が２７年から３１年と定めてあります。 
個別計画の中を見てまいりますと、今策定済みの１９の計画でございますけれども、

この中に法律に基づいて策定してあるものが８計画、それから国、県の計画に基づいて

市町村が定めることにした計画が５つあります。独自に定めたものが６計画ということ

で、これが１９計画の内訳であります。未策定のものが５つありますけれども、その中

でどうなっているかといいますと、法律に基づいて定めるものが４計画、国、県の計画

に基づいて定めるものが１計画であります。 
個別計画は、総合計画に掲げる目標を達成するために各種政策を明らかにするという

ことで、その個別計画を作ることにしてあるわけでございますけれども、どうしても総

合計画は総花的になりやすい。それを具体的にするためには、個別計画を定めるという

ことが順当な線だろうというふうに思っておりますけれども、中身をいろいろ見てまい

りますと、現状と課題については的確に分析はしてあります。ただ、目標とする姿がな

かなか見えてこないというのが実態だろう。これが私の率直な感想であります。 
やはり、目指そうとする姿が明らかでないと、施策の目的が非常に不明瞭になる。施

策はあくまでも手段である。個別計画をいろいろと見てまいりますと、いろんな施策が
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事業に掲載されております。では、その施策を行った暁にはどうなるのかというところ

が見えてこないと、市民のところにしっかり施策が説明できない。では、我々としても、

市民に対していろんな施策を説明できないということになるわけであります。これは、

我々にも一つの責任があると考えておりますけれども、ここが今の現状であるというふ

うに認識しております。 
計画はあくまでも市民のものでありますので、市民と行政がこの計画を共有して実行

に移すことが不可欠であると認識しております。そのためにも、総合計画を絵にかいた

餅にしないように、個別計画はしっかりあるべき姿を示すべきだろうと思うのでありま

す。 
個別計画の中には、どうしても法律に基づいて書かざるを得ないものがあります。そ

うすると、法律の中で何何を明記しろというふうになっていますから、どうしてもそこ

は全国一律のような形にならざるを得ないというところがあります。当然、それに伴っ

ていろんな交付税や補助金等がありますので、そこの縛りはあるだろうと思いますけれ

ども、やはり市民のための計画でありますので、市民に分かるような表記方法でいろい

ろ法的な制約を受けるというものの、そこは飛騨市らしさを出すべきだろうというのが

私の個別計画を読んでみた率直な感想であります。そこで、次の２つについてご質問し

たいと思います。 
まず、第二次総合計画は、平成２６年までが前期になっております。後期計画に向け

てどのように対応されるのかお伺いしたい。通常、計画というのは連続性を持って実施

することが大原則でありますので、次の計画に移る前は大体１年前倒しにしていくとい

うのが実情であります。そうしますと、２６年が最終年でありますので、１年前倒しす

れば２６年は次の後期計画に向けた計画を明らかにしなければならない。そうなると、

平成２５年にはその準備を進めなければならないだろうと思います。是非とも、私の今

申し上げましたようなことを踏まえ、後期計画はどう進められるのか。もう時間がない

だろうというふうに思っております。 
それから、二つ目でございます。先般、政策総点検の結果が出たようでありますけれ

ども、総合計画および個別計画の進行管理はどうなっているのかお伺いしたい。いろん

な計画を作っても進行管理をしっかりしていかないと、どこが欠けているのか、施策の

点検ができないということであります。政策総点検の結果ということがありますけれど

も、これは外部からの点検であって、計画を策定したもの自らが点検したものではない

というのが私の思っているところであります。その意味において、しっかり計画をロー

リングして欠けている所はどこがあるのか、その分をどうやって補うのかということを

しっかり明確にするべきだろうと思います。そういう意味で、くどいようですけれども、

あるべき姿をしっかり出して、今のギャップとの差をどうやって施策展開するのか、そ

れが事業であるというふうに思います。今、計画を見ると、事業のための計画にしてい

るのではないかというのが、私の見た感想であります。この２点について、回答をお願
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いいたします。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 
それでは、田中議員の質問にお答えさせていただきます。第二次総合計画についてで

ございます。昨日の福田議員への答弁と関連する部分について、重複する点があること

につきましてはご理解をいただきたいと思います。 
私は、平成２０年の第一次政策総点検と平成２１年からの第二次行政改革、ならびに

平成２２年からの第二次総合計画と今回の第二次政策総点検は、私が行う市政運営の基

軸として位置づけ、常にステップアップをさせながら実施してまいりました。 
その上で、今回の総点検を起点とした市政運営では、今後、さらに力点をおいて進め

るべき政策方針の柱を「人口減少・少子化対策」、「地域・組織・産業の活性化」、「シル

バー世代の生きがいと自律」と定め、関連して行う主な取り組みについては、平成２５

年度、２６年度の総合計画の前期計画事業にしっかり位置づけ、拡充、改善、見直しを

かけながら進めてまいる所存でございます。 
そこで１点目にご質問の、後期計画に向けてどのように対応するのかでございますが、

今回定めた３つの政策方針に沿った取り組みについては、当然のことながら後期実施計

画にも反映して、中長期的な取り組みとして実効性の担保を計っていくことが必要であ

ります。前期計画事業をローリングする過程において、今回の政策総点検でいただいた

委員の貴重なご意見はもとより、それを補完するために平成２５年度に合併１０年を迎

えての市民アンケートを実施してまいります。また、移動懇談会でいただく市民の生の

声も十分反映させながら、後期実施計画事業を積み上げていきたいと思います。 
次に、２点目の計画事業のローリングはどのようになっているかとのご質問でござい

ます。今回の総点検では、総合計画前期実施計画に掲げました３６５事業と行政改革ア

クションプランに掲げました１２２事業で重複する事業を除き、さらに毎年のローリン

グによって発生いたしました新たな事業を加えた、合計４１３事業について進捗管理を

行っており、各事業についての評価を行っているところでございます。 
具体的な手法といたしましては、特に総合計画前期実施計画事業の進捗管理と今回の

点検評価とは深く連動させる必要があるため、事業目的、事業費投入量、活動指標、効

果指標、１次評価、重要案件については市民会議意見を踏まえた２次評価を行った上で

最終協議を行い、次年度予算を決定していくシステムとして段階を踏んで実施している

ところでございます。 
最後に、これらの結果を市民に示すべきでないかとのご意見でございます。政策総点

検で行いました８３の重要案件については、広く周知を行うべく３月１１日より市のホ

ームページで公表してまいります。また、重要案件以外の３３０件の事業につきまして
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も、担当窓口において公開をしてまいる考えでございますのでよろしくお願いいたしま

す。 
〔市長 井上久則 着席〕 

○３番（田中清安） 
ありがとうございました。ただ、くれぐれも申し上げておきますけれども、政策総点

検は第二次総合計画とどう関連しているのかということを先ほどお聞きしたので、あく

までも政策総点検は総点検、計画は計画という考えではなく、そこはしっかり第二次総

合計画を踏まえて政策総点検をした結果というふうに出さないと、市民に対する施策が

分からないということでありますので、そこのところは十分認識していただきたいとい

うことです。これについて回答は求めません。要望しておきます。それでは、もう１点

であります治水対策についてお伺いいたします。 
「水を制する者は天下を制する」と、これは昔から言われておりますけれども、今私

どもの家の近くにある山崎排水路という所の治水対策が工事を進めていただいておりま

す。ありがとうございます。ただ、この水路は上流が深くて上流の開発が進めば進むほ

ど、この対策は大変なことになるということを認識しております。今日、非常に異常気

象が出ておりまして、水の出方が昔のような水の出方ではないということがよく言われ

ておりますけれども、やはり根本的な対策を講じないとここの治水対策はうまくいかな

いだろうと思います。 
ちなみに、平成１１年と平成１６年の豪雨では下流部分の所が非常に床上浸水等ござ

いまして、大きな被害をもたらした所でありますけれども、上流部が宅地開発を進める

と、その部分がもろに水の逃げがなくなりますので、全て水路に入ってくる。そうなる

と、いっきょに水の量が増えてくるということであります。今、駅の裏から水が流れて

いますけれども、水田があります。水田に１ｃｍの水を張りますと、大体１０トンの水

が蓄えられます。１０ｃｍであれば１００トンになるわけですが、ここの水田がつぶれ

ていくと、その部分の水がもろに排水路に入ってしまう。基本的にネックは、水が出て

いく所が細くなっていて上流部がふさがれば、その分もろに水が入るということになる

わけであります。そうなると、現状のままでは土地利用を規制しないと、ここの河川の

最終の所を直さないのであればうまく機能しない。現状で見れば、水田が調整池になっ

ているということであります。山崎排水路流域の土地開発を抑制することも重要であり

ますが、飛騨市の将来的な発展を考えた時にそれでいいのかどうか。ここはやはり、議

論すべきところであるだろうと思っております。 
そこで、お伺いしたいのは、山崎排水路流域の土地利用と治水対策についてお伺いし

たいと思います。まず１点目は、山崎排水路流域の今後の土地利用をどうするのか。土

地開発については、国土利用計画、都市計画、農業振興地域の整備計画、これらの法律

がありますけれども、この法律をうまく関連させて土地利用を規制していかなければな

らないということでありますが、これまで開発申請、いろんなものが出てくると思いま
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すけれども、どのように対応していたのか。個々にバラバラと法律を対応していては、

ここの総合対策はできない。基本的には市の基本方針がはっきりしていないから今の現

状を招いていると思っています。そこについてお伺いしたい。 
それから二つ目といたしましては、山崎排水路の改修にはＪＲの鉄橋の改修が不可欠

であります。今、宮川につきましては、河床を下げてかなりのところまでは水が流れる

ようになっております。ただ、そこへ流れ込む水路等の流域がどうなっているかという

ことも考えていかないと、今後の治水対策にはならないだろう。ＪＲの協議というのは、

なかなか難しいというのは私も十分認識しておりますけれども、難しいからやらないの

ではなく、何としたらできるかというふうに考えていかないと、これは市民に対する答

えにならない。できません、できませんではない。ですから、そのＪＲの協議はどのよ

うに行われているのか。改修計画はどうなっているのかを２点目としてお伺いしたいと

思います。 
次に、３つ目として当地域の治水対策については、総合的な対策が必要であると認識

しております。総合的な対策を立てるのは、なかなか一長一短でできるものではありま

せんし、いろんな機関との調整も必要でありますから、当然時間がかかります。時間が

かかる間、どうやってその災害を防いでいくのかということでありますが、この間の水

田以外の転用、先ほどほど言いましたように田んぼに１ｃｍ水を張れば１０トン、１０

ｃｍであれば１００トンでありますので、今、田んぼがどれだけあるかということを皆

様了解いただければ、どれだけの調整能力があるかということは分かると思いますけれ

ども、そこは若干水田も調べておりませんので量は出ませんが、そこについてその対策

をどうするのかということをお伺いしたい。 
厳密に土地利用を規制するのであれば、園芸用のハウスを作ること自体もこれは規制

の対象になる。実態としては言わざるを得ない。農業振興と相反することになりますけ

れども、そこも踏まえて市の考えを聞かせていただきたいと思います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔基盤整備部長 飯島昭憲 登壇〕 

□基盤整備部長（飯島昭憲） 
山崎排水路流域の治水対策について３点ご質問をいただきました。この質問について

は他部局にまたがる部分もございますが、基盤整備部の方で一括して私から答弁させて

いただきますのでよろしくお願いします。まず、３点ご質問に答える前に、現状の仕事

の内容について少し説明をさせていただきます。 
山崎排水路の下流域では、近年では議員からもお話があったとおり平成１６年豪雨災

害により大きな浸水被害が発生しており、当該地域の治水対策は重要な課題であると認

識しております。 
現在施工中の治水対策工事は、山崎排水路の太江川との合流地点から上流へ約２６０
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ｍ区間の余裕高確保、敷下げおよび大久古用水路の掛樋の架け替えを行うものです。こ

れにより、鉄道上下流での断面の不足および大久古用水路の掛樋による断面阻害を解消

し、平成１６年の豪雨災害時に古川土木事務所で観測された時間３８㎜程度の降雨に対

して宅地への浸水被害の解消を図るものです。しかしながら最近では、議員からもお話

しがございましたが５０㎜を超えるような降雨が頻繁に観測されているということもご

ざいますので、引き続き対応策を検討していく必要があると考えております。では、三

つの質問について順次お答えさせていただきます。 
まず一つ目の、山崎排水路流域の今後の土地利用についてどのように考えているか。

また、土地開発の許認可等について関係課でどのように対応してきたのかについてお答

えします。 
市といたしましては、古川地区の都市計画において、積極的に用途地域を拡大すると

いう考え方は現在のところ持ってございません。しかしながら将来、開発の必要が生ず

る場合には、流出量の増加に対応した洪水調整池や、各戸貯留の設置を義務づけるなど

総合的な治水対策を併せて検討する必要があると考えてございます。 
なお、流域における都市計画法に基づく開発許可行為は過去に１件ございます。基盤

整備部においては、排水計画の確認を行っております。 
二つ目のＪＲの鉄橋の改修計画はどうなっているか。また、ＪＲとの協議は行われて

いるかについてでございます。山崎排水路の鉄道部分については、線形が屈曲している

ため視覚的な阻害感はございます。しかしながら、最初に答弁をさせていただきました

ように流水断面が不足するのは鉄道部分そのものではございませんので、今回の改修に

は含まれておりません。したがいまして、ＪＲとの協議も現在のところ行っておりませ

ん。 
三つ目の当該地域の治水対策については、総合的な対策が必要である。その間、水田

以外への転用を規制するなどの土地規制等を講ずる必要があると考えるがどうかについ

てでございます。これにつきましては、平成２１年に農地法等が改正され、優良農地の

確保と有効利用の促進を図るため、農振地域の除外や農地転用については，より厳格な

運用を求められるということになっております。市といたしましても現行法主旨にのっ

とり、適正に対応してまいりたいと考えてございます。以上でございます。 
〔基盤整備部長 飯島昭憲 着席〕 

○３番（田中清安） 
若干、再質問したいと思います。まず、農地転用についていろいろありましたけれど

も、実態としてみれば所有者から転用の申請が出た時に、なかなかそれに対して反論で

きないというのが実態だろう。そうなってくると、そこの土地利用について地域の地権

者の全体の合意を取っておかないと、ここのところはなかなか難しい話になります。で

すから、先ほど申し上げたのは、地域の土地開発についてどのように規制を出して、そ

れをみんなに周知していただくかということをやらないと、現状のままでは出てくれば
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そのまま許認可について許可せざるを得ないような状態になってしまうというふうに一

つは思っております。 
それから、今の改修についてはＪＲの所は直接関係ないので協議しないという回答が

ございましたが、将来的に見れば断面を見たとしても、ＪＲの所が基本的にカーブにな

っておりますので、あれだけでは水がはけない。そうなれば、逆に言うと水路を別の所

に変えるのかとか、もっとＪＲの所を広く取るようにするのかということを考えていか

なければならない。現状ではまだその点に達していないのであれば、協議はないという

ことでありますけれども、しっかり将来的に見据えて計画を立ててＪＲ協議を早く進め

ていただきたい。１カ所では駄目だろうというふうに思います。今後、その辺りの考え

については市としてどうお考えかお伺いしたいと思います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□農林部長（石腰豊） 

ただ今ご質問いただきました農地転用の関係でございますが、先ほど答弁の中でも一

部ございましたが平成２１年度に農地法の改正がございました。その改正のポイントと

いたしましては、個人が農業に参入しやすくなる、これの促進。そして、株式会社でも

農地を借りられるような体制整備。今ほどお話のように、農地の適正な利用に徹すると

いうようなことがございまして、その中では農地確保のための措置の徹底ということで、

転用規制の厳格化がございます。今までは土地収用法等によりまして、ある程度緩和さ

れておりました病院、学校関係、このようなものまで事前の協議が必要になっておりま

す。私どもといたしましては、現法律にのっとりまして厳正な土地の転用ということで

心掛けておりますのでご理解をお願いいたしたいと思います。 
△市長（井上久則） 

山崎排水路につきましては議員ご指摘のとおりでございまして、昔から大変な水路で

ございます。特に低い所を流れているということで本線であります宮川のバックも入っ

てくるようなことでございまして、いくら敷居を下げたとしてもはかないというような

現状もあるわけでございます。そういったことでございまして、これからの抜本的な改

修ということになりますと、その上流にあります行
ゆき

真
ざね

排水
はいすい

路
ろ

という排水路が１本宮川へ

抜けているわけでございますが、こういったものの改修につきましても検討はするけれ

ども、どうしても最終的には宮川のバックが入ってきて、今度は杉崎地内で湛水をする

ようなことになるわけでございますので、本当に慎重に考えていかなければならないと

思いますけれども、これの抜本的な改修につきましては先ほど田中議員から言われまし

たように、上流部分の水田面積をしっかり確保することがとりあえずの抜本的な解決策

かという思いでおります。 
いろいろな話がございまして、駅裏の土地開発、区画整理などいろんな要望が出てお

りまして、担当部局で検討したけれどもどうしてもやはり基盤整備部としては、これ以
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上の土地開発等々で農地を潰すと、この山崎排水路は確実にパンクするという結論が出

ております。そういったことでございますので、上流部分の水田をこれ以上潰すという

ことにつきましては、この山崎排水路の排水能力をいかに勘案していくかということも

大切な要素になってこようと思いますので、こういったことを考えますと土地の農地の

確保につきましては、そういったことを考えながら行くものですから簡単に区画整備

等々に手を付けて行けるような状況ではないというような把握をしているところでござ

います。これからのＪＲ部分等々の改修につきましては、太江川の改修計画もこれから

しっかり出てくるかと思いますが、そういったことに合わせてもしできるのであれば、

一緒にやっていけたらという思いで今いるところでございますが、現状といたしまして

は部長が答弁させていただいたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 
○３番（田中清安） 

ありがとうございました。私も、宮川の改修が県の方でもう１回検討するという話も

お聞きしておりますし、太江川の改修で今ボーリング調査も入っていますので、それと

一体にやっていただきたいという意味であえて今回質問をしたところでありますので、

ご理解いただきたいと思います。 
それから、先ほど農地転用については厳正に処理をするという話がありましたけれど

も、基本的には個人の財産になってくると、なかなか行政としては弱いところがあると

私は認識しています。ですから、地域にそのことをしっかり説明して、だから規制をす

るんだということをしっかり認識してもらわないと、そこのところは担保できないとい

うことでありますのでよろしくお願いしたい。これを申し上げて、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 
〔３番 田中清安 着席〕 

 
◆休憩 
◎議長（天木幸男） 

ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時といたします。 
 

（ 午前１１時５４分  再開 午後１時００分 ） 
 
◆再開 
◎議長（天木幸男） 

それでは休憩を解き、会議を再開いたします。５番、野村勝憲君より資料の使用願が

出ておりますので、これを許可いたします。５番、野村勝憲君。 
〔５番 野村勝憲 登壇〕 

○５番（野村勝憲） 
許可をいただきましたので、早速質問をさせていただきます。まず質問の前に、今朝
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がたから飛騨市の人口や空き家の問題がでております。重なる部分がありますけれども

念のため、おさらいの意味で私からも飛騨市の現状から進めてまいりたいと思います。 
皆さんご存知のように、飛騨市は年間４００人を超える人口減と、増え続ける空き家

が約７５０軒あります。そして、６５歳以上の人口が３４．５パーセントと県内では２

４ある中でトップでございます。ちなみに、隣の高山市は２８％で３割を切っておりま

す。一段と少子高齢化に拍車がかかっており、このままの状況が続けば町の中にも限界

集落ができて、いずれ市そのものが限界自治体になる恐れがあります。 
この１年間を振り返ってみても、神岡ではアーク工場さんが閉鎖され事業を撤退され

ました。そして古川では、地元の企業がメガソーラー事業で新規の事業で隣の高山市に

進出するということで、産業の流出が残念ながら起きております。そして、もう一つ残

念なことに、昨日も裁判の件で質問がありましたけれども、私は、その裁判の報道がマ

スコミによって流されているということで、決して明るい材料のない中で、飛騨市のイ

メージダウンを大変懸念しているところであります。 
そうした中、今年に入って１月に４０人、２月になりまして６０人、もう既に１００

人の人口減が出ているわけでございます。このままのペースでいきますと、本年は場合

によっては５００人を超える人口減の可能性があります。そこで、今の飛騨市の持って

いる資源、例えば自然と環境を生かした観光開発や、あるいは産業創出を取り入れた環

境推進政策を前面に出して、飛騨市のイメージをいわゆる好感度に変えて、新しい地域

ブランドを作りだして積極的に売り込む時だと感じております。 
今回私は、新たな交流人口を生み出すため観光開発と、できるだけ人口流出を少なく

するための産業創出の２点につきまして、私の考えも述べながら質問をさせていただき

ます。 
それでは第１点目の観光開発につきまして、先ほども申しましたように自然を生かし

た観光開発についてお聞きします。 
この地は豊かな自然が息づいており、森林の宝庫です。今、森林浴は体にいいと言わ

れ、心と体の健康作りに役立てていこうとする森林セラピーの取り組みが全国に広がっ

ております。現在、全国で４８カ所の森が森林セラピー基地、あるいは森林セラピーロ

ードとして認定され、新たな観光資源として売り出している自治体がございます。現在、

岐阜県ではその認定をもらった市あるいは町や村は、現在のところありません。したが

って、私は県下第１号の認定を受けて、心と体の健康づくりのセラピー観光マップなど

を作って、そして全国に配信して新たな交流人口を生み出すという視点に立って、今が

最大のチャンスではないかと思っております。したがいまして、飛騨市も今年中にその

認定獲得に挑戦してみたらどうでしょうか、ご意見を伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔企画商工観光部長 沖村三千一 登壇〕 
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□企画商工観光部長（沖村三千一） 
それでは、自然を生かした観光開発についてお答えいたします。 
森林セラピーとは、医学的な証拠に裏付けされた森林浴効果をいい、森林環境を利用

して心身の健康維持、増進、疾病の予防を行うことを目指すものであり、森を楽しむこ

とで心身の快適性を向上させ、保養効果を高めていこうというものです。森林セラピー

基地とは、リラックス効果が森林医学の面から専門家に実証され、さらに関連施設等の

自然、社会条件が一定の水準で整備されている地域のことであります。セラピーロード

は、森林セラピー実行委員会認定の散策路のことであり、全国で４８の森が認定を受け

ております。また、森林セラピストという資格を持った方が補助と助言を行っておりま

す。 
森林セラピー基地やセラピーロード認定につきましては、自然社会条件等の評価や滞

在施設面の評価、生理、心理、物理実験など、認定を受けるにはかなりハードルの高い

ことが実際問題としてございます。特に生理実験につきましては、森林部と都市部で行

い、被験者の心拍変動性、唾液中のコルソジールやアミラーゼ、血圧などの反応を総合

的に測定し、人への森林効能を科学的に実証しなければなりません。 
面積の９０％以上が森林である当市は、岐阜の宝物に認定された天生の森と三湿原回

廊を筆頭に、白木峰や天蓋山、北ノ俣岳など登山のできる山、数河・流葉地区のように

トレッキングコースなど、自然を生かした観光資源は多々ございます。医学的証拠はあ

りませんが、訪れた方々に、森林の持つ癒し効果を与えているものと思います。 
また、市内には森林インストラクターの資格を有し、一般の方にももっと山を知って

いただき、身近にしていただきたいと活動されてみえる方もおみえですので、今後、イ

ンストラクターや、観光関係者、林業関係者から、医学的な観点などさまざまなご意見

を集約するところから始めさせていただきたいと思います。以上でございます。 
〔企画商工観光部長 沖村三千一 着席〕 

○５番（野村勝憲） 
どうも、ありがとうございました。お手元の資料「全国の森」の地図をご覧になって

いただければ分かると思いますけれども、岐阜県はないですが、隣の長野県には１０カ

所の認定を受けている森があるわけです。中でも長野県というのは、ご存知のように北

信、中信、南信、東信と四つに分かれているのですが、飯山市を中心とした北信に随分

と集中しているということで、私は実は若い時に３年ほど会社の勤めで長野市に住んで

いたわけですけども、北信の地区はよく知っております。したがって、森については研

究しておりませんけれども、地域性という点ではこの飛騨市とまったく同じような地域

性です。特に新潟に接している所などは、まさにそのとおりなのでございます。したが

って、私はおそらくチャレンジすれば、この認定は多分クリアするのではないかという

ふうに、私は確信しているわけではないですが、感じております。もし、クリアすれば

私は、企業が健康保険組合を持っております。そういうところに積極的に働きかけて、
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そして民宿や、例えば流葉とか数河の民宿です。それから今朝ほども空き家のことが出

ましたが、空き家を利活用して企業の福利厚生施設として利用してもらったらどうでし

ょうか。やはり、セラピーを受けるということになると、１日で帰って行くということ

ではないのです。ある程度の期間、例えば１週間であるとかあるいは１０日であるとか、

滞在してもらえるわけです。そうしますと、新しい交流人口が生まれると同時に、企業

にアプローチすることによって、そこから新しい企業との接点が生まれる可能性があり

ます。そうしますと、企業誘致という道も開けてくると感じております。その辺はいか

がでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□企画商工観光部長（沖村三千一） 

ただ今のご質問にお答えいたします。 
先ほどお話しがございましたように、県下ではどこもないということで、初めてです

のでどうかというようなお話でございますが、情報収集といいますその実態がまだ分か

っておりません。この点もございますので、これまで取り組んでおられます他町村の状

況を確認しながら、そこから始めさせていただきたいというようなことを思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
□副市長（白川修平） 

お答えさせていただきます。ただ今部長が申し上げたとおりでございますが、昨日、

福田議員のご質問でもお答えしましたように、観光につきまして新たな視点の中で誘客

をしないと、飛騨市の観光はこのまま観光客の入込数が少なくなっていくという危機感

は持っています。そうした中で、いろんな観光資源を組み合わせることによって、観光

客なり交流人口を増やしていかなければいけないという考え方につきましては、野村議

員ご指摘のとおりでございます。 
したがいまして、こういうものをどのように開発していくのか、どのように利用して

いくのかということを、行政と民間の方が一緒に考える組織としましてまちづくり協議

会を立ち上げたわけでございます。したがいまして、ご提案のあったことにつきまして

は、この中でも提案をさせていただきながら、実現性があるのかどうなのかにつきまし

ては、今後考えていきたいというふうに考えております。 
○５番（野村勝憲） 

ありがとうございました。参考までに、先ほどコピーした物これはⅠですが、実はこ

こに「森林医学」Ⅰの方です。そっちの方はⅡなのですが、こちらは直井明さんという

方が執筆されています。この方は、飛騨地区のエリアのご出身と聞いております。した

がって、ぜひこの本を図書館から借りてきておりますので、読んでいただいて、先ほど

も森林アドバイザーのような方に、アドバイスを受けるというお話がありましたけれど

も、早速直井さんに接触を持たれたらいかがかと思います。ということで、参考にして
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いただければと思います。 
それでは二つ目の質問にまいりたいと思います。産業創出につきまして、私は次の３

点について質問をいたします。いずれも環境をキーワードに、産業創出して地域ブラン

ドの確立を目指すというものでございます。 
はじめに、山之村では現在トウモロコシを生産されていると聞いております。したが

って、山之村に「天空の森コーンスープ」仮称でございますけれども、民間企業にアタ

ックして工場誘致をしたらどうかということで、質問をさせていただきます。 
最近、ＢＳジャパンの１時間番組で、これは２月にございました。また、ＡＣジャパ

ン。ＡＣジャパンというのは、元の名前は日本公共広告機構です。ここが東日本大震災

の後、全国の民放の放送局で山之村のおばあさん、皆さんご存知だと思いますけれども、

お孫さんと会話する清水美江さん一家のＣＭが流されました。そうしたことによって、

山之村に対する認知度と、イメージの良さは残存として残っているはずです。そして現

在、先ほど言いましたように、地元住民と神岡商工会議所が中心になってトウモロコシ

の生産、販売に力を入れられていると聞いております。 
この前、ゴールデンタイムの民放テレビで、朝食の汁の部分の人気度をやっておりま

した。その中で、味噌汁あるいはスープの部門で、コーンスープが食卓で人気ナンバー

ワンと発表されておりました。そして最近、円安傾向でございます。したがって、海外

からのトウモロコシの値が徐々に上がってきております。国内産にとってはビジネス拡

大の絶好のチャンスだと感じております。 
そこで、山之村に食品メーカーにアタックして、そして誘致した上で付加価値を与え

た地域ブランドのコーンスープとして、いわゆる一般家庭ではなくて一流のホテルとか

一流のレストランに納め、値段は多少高くても。そして納めることによって、場合によ

ってはその企業が持っている流通販路があります。その流通販路を生かして、現在山之

村で乳製品であるとかチーズもそうですが、そういった物を作っていらっしゃいます。

しかし、聞いてみますとなかなか販路が弱いという話も聞いておりますので、いわゆる

そういう相乗効果、山之村から生まれた物と販路を広げる相乗効果を狙ったらどうかと

考えております。さらに、この地にはＩターンされた、あるいはＵターンされた家族が

４家族あると聞いております。合計して、まもなく９人目のお子さんが生まれると聞い

ております。したがって、Ｉターン、Ｕターンした人達の雇用の場として、また少しで

も人口減の歯止めをかける意味でも、ぜひ工場誘致を実現すべきと考えますが、市の考

えをお聞かせください。 
それから２番目としまして、昨年６月に私はアーク神岡工場閉鎖について質問をいた

しました。残念ながら６カ月がたちました。その後、工場の再利用というのは私の耳に

は入っておりません。そうした中で、いまだ２名の方の再就職が決まっていないと聞い

ております。私は先回の議会でも、市として企業誘致含めて再就職の方々についての取

り扱いについて、全力で取り組んでいくというお話を聞きました。ここで、その後改め
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てどのような企業誘致活動をされたのか。また、就職されていない方々の斡旋状況を、

改めて具体的にお示しくださいということで質問します。そして、私は今後の誘致活動

はいわゆる二次、三次の下請け工場ではなくて、ここの建物も利用して、要するに地域

のブランドの製品を作り出す。そういう企業に絞って、ターゲットを絞って誘致活動を

するのが私はベストだと思います。今の時代は、ただこういう条例を整えたから、何で

も来て下さい、ウェルカムですよという時代ではないのです。確実にターゲットを取っ

て、営業戦略を立てて、それでアプローチして企業と向き合うことが必要なので、その

辺も併せてお答えいただきたいと思います。 
最後に、データセンター、メガソーラーについてセットでの誘致活動をしませんかと

いうことでございます。データセンターについてはやはり、昨年の６月にも私は質問を

しております。その後、私はこの１年間小浜市へ訪れまして、小浜市のデータセンター

をはじめいろんな企業を回って、もちろん自治体も回ってきております。そういった中

で私が感じましたのは、この地にはここの特化領域を生かした企業でないと、なかなか

企業誘致はできないということを確信してまいりました。 
たまたま先般、名古屋の方へ行きまして、私は名古屋商工会議所の会員でしたので企

業の人たちといろいろ意見交換をしてまいりました。そうしたら、その中でこういう話

を聞きました。野村さん、実は私のところである所にスキー場を持っているのです。し

かし、それはもうスキー客離れで稼働していない。休んでいる。この利活用を、実はメ

ガソーラーで考えているのです。もう既に、そこに対して海外の企業がアプローチをし

ているのです。中国系なのか韓国系なのかちょっと分かりません。ちょっとそこまでは

聞けなかったのですが、しかしその人曰く、ある会社の取締役なのですが、やはり海外

の企業ではなくて、日本の企業で有力なところを今探しているという話を聞きました。

そういう話を聞いて、後からも述べますけれども、電算システムの会社に行きまして、

そこが今度東濃データセンターを造りますけれども、そこでの話も、今が東日本大震災

を終えて最大の需要期なのですよ、データセンターが。それはなぜかといいますと、要

するにデータを保管する震災によって難易度が高くなってきているわけなのです。した

がって、基準が高くなっている分だけ新しいデータの施設があちこちで起きてきている。

ご存知のように、松江でもできております。そういうことで、何とかメガソーラーと一

緒になってデータセンターを誘致できないかということを考えております。この二つは、

雇用面では多くの事業は期待できませんが、要するに両方とも現場視察に来るのです。

そうすることによって、ほかの業種の企業交流の場となっている。その良い例が小浜市

です。したがって私は、次の産業創出の足がかりとなる、さらに飛騨市のイメージアッ

プを図るためにも、このセットで企業誘致をして、次の異業種誘致への相乗効果を狙っ

たらどうでしょうかと考えております。これについては、市長のお考えをお聞かせいた

だければと思います。そして最後に、この１年間、市長はトップセールスをやると、昨

年の３月で表明されました。その間のトップセールス活動をされた企業名であるとか、
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その成果を具体的にお示しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 
それでは２点目の、環境をキーワードにした産業創出につきまして、私の方からデー

タセンターとメガソーラーにつきましてお答えをさせていただきまして、はじめの２点

につきましては担当部長からお答えさせていただきます。 
今ほど提案をいただきましたデータセンターとメガソーラーをセットとした誘致活動

でございますけれども、確かに省エネ技術が日進月歩で進歩していることによりデータ

センターにおける消費電力は減少傾向にあることは確かでございます。それでも、ある

程度の規模を有するデータセンターにおける電力需要は大きいと思われます。したがっ

て、ご提案のメガソーラー設備を伴うものが実現されれば、昼間の電力の地産地消が図

られるとともに、蓄電設備も導入することにより停電時等の電力供給を可能とし、企業

等の経済活動への影響を小さくする効果も期待されます。 
議員ご提案のメガソーラー一体型データセンターの企業誘致につきましては、今まで

議論されてきました地底におけるデータセンター誘致に拘泥
こうでい

することなく、目先を「さ

らに次の異業種誘致へつなげるための誘致」と捉え、新たな候補地および手法で誘致活

動を行う可能性を模索するというご提案であると思われます。東京に一極集中するデー

タセンターを地方に分散させることは、東日本大震災の教訓から国も支援するとのこと

でございます。 
支援の中身は、地方にデータセンターを新設した企業に対し法人税を減税するととも

に、建設に適した場所を調査し、平成２５年度中に企業等に情報提供するというもので

ございます。報道がなされた後、総務省に直接確認いたしましたところ、新年度早々に

も調査が開始される可能性があるとのことでございました。今後、総務省との連絡を密

にし、当地におけるデータセンター立地の優位性等について、市が打ち出している企業

誘致のための各種支援策とあわせ積極的に情報提供をしてまいりたいと考えております。 
しかしながら、現実的にはいくつかの課題があるのも事実でございます。まず、デー

タセンターについては、データセンター構想が持ち上がった１０年前と状況が大きく変

化しております。ＩＩＪ（インターネットイニシアティブ）が運営いたします島根県松

江市のデータセンターが示すように、今や、建屋を必要としない露天のコンテナ型デー

タセンターが一般化し、市場の価格競争にさらされているということでございます。つ

まり、初期投資を最低に抑えないと価格競争に勝てないという現実があります。また、

ＩＩＪでは車が７、８台しか止まっておりません。必要最小限の人数しか必要としてい

ないということでございます。 
さらには、松江や福井県小浜市のデータセンターに関しては、原発が立地している地
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域へ進出した企業へ電気料金の２分の１を８年間にわたって国が補助をするという仕組

みがございまして、より優位性が発揮されているといえます。 
次にメガソーラーにつきましては、積雪寒冷地での設置の場合、冬季の除雪のための

離隔を考慮に入れ、通常より広大な敷地が必要となること、および適地と思われる箇所

に農地が含まれている場合については、農振除外および農地転用の手続きが必要である

ということでございます。 
これまでもいくつかの照会がございましたが、適地での広大な敷地が確保できない現

実がございます。こういったことからも、これまでとは違った視点で対応していかなけ

ればならないこともあると考えております。 
次に、私のトップセールスについてでございます。就任以来、地元企業の訪問のみな

らず、出張の機会を捉えて親会社へ訪問し、トップの方々に企業の状況や要望等を伺っ

たり、地方経済の動向や飛騨市の状況を報告し、企業との絆を深めることに努力をして

まいりました。 
ここ１年以内とは断言できませんが、最近の誘致企業トップとの情報交換では、三井

金属鉱業、三井金属エンジニアリング、日本レヂボン、田辺三菱製薬、喜多村、これは

畦畑にある工場でございます。蒲スプリング、ＫＶＫ、北村バルブでございます。や、

アウトドアの用品メーカーでありますモンベル、こういったところに訪問をいたしまし

て企業の要望等を聞いているところでございます。 
また、事業関連では名古屋グランパスエイト、関西ラグビー協会、岐阜県ラグビー協

会、東京大学、東京大学宇宙線研究所、東北大学、浜松ホトニクス、この浜松ホトニク

スというのは神岡町の光電子増倍管といったものを作っている会社でございます。プラ

ネット社、日本スポーツ振興センター、関西電力、中部電力、北陸電力、ＪＲ東海、Ｊ

Ｒ西日本など数多くの訪問をし、いろんな形の中で事業協力をしてまいりました。 
また、ふるさと応援団関係では、東京岐阜県人会、大阪岐阜県人会、関東飛騨市会、

東海飛騨市会、名古屋四水会などの会員と懇談をいたしまして、ふるさと納税や飛騨市

のＰＲに努めてまいりました。 
しかしながら、企業誘致は大変厳しい状況でありますので、一人でも多くの経営者と

今後も信頼関係を深めて、地元企業の活性化のため、きめ細かく対応していきたいと考

えているところでございます。 
〔市長 井上久則 着席〕 

◎議長（天木幸男） 
続いて答弁を求めます。 
〔企画商工観光部長 沖村三千一 登壇〕 

□企画商工観光部長（沖村三千一） 
それでは、ご質問の１点目、２点目についてお答えさせていただきます。１点目の山

之村に「天空の森コーンスープ」工場誘致についてでございます。 
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議員ご指摘のとおり、山之村は、豊富な自然資源に恵まれた土地でございますので、

食品産業のイメージには環境的に適合する場所だと思っております。近年は、全国的に

そこにしかない、こだわりの特産品を地域ブランドとして全国へ情報発信されておりま

す。 
企業誘致については、雇用機会の創出にも最も有効と考えていますが、昨今の経済状

況や、輸送時間、コスト面での地理的課題などから、実現は容易ではございません。好

評である山之村のトウモロコシにしても、工場に提供できるだけの生産量を確保するた

めには、一定量の作付面積の確保が必要となりますが、面積増加に伴う獣害被害への対

策や担い手不足など、現実的な課題が多いのが現状でございます。こうした課題を整理

しながら、実現可能かどうか判断しなければならないと考えております。 
２点目の株式会社アーク神岡工場閉鎖と今後の対応についてでございますが、株式会

社アーク神岡工場では、正社員２７名、準社員１２名、嘱託職員２名、合せて４１名の

方が働いておみえになりましたが、正社員２７名の方が再就職支援活動サービスを受け

られており、いまだ４名の方の就職が決まっていない状態でございます。そのうち２名

につきましては近日中に就職される見込みであり、最終的には、２名の方の再就職先が

決まっていない状況でございます。 
再就職支援活動サービス会社へ問い合わせたところ、２名のうち１名につきましては

積極的に就職活動をされているため、近いうちに再就職先が見つかる見込みだとお聞き

しております。最後の１名の方につきましては、再就職支援活動サービス会社による就

職資料や斡旋情報などの提供が行われ、ご本人の意思に従って再就職活動をされており、

今後も再就職支援活動サービス会社と連携を取りつつ、市で対応できることがあれば、

対応してまいりたいと思っております。 
工場跡地への企業誘致についてお答えいたします。株式会社アーク神岡工場の建物に

つきましては株式会社アークの所有でございますが、敷地の一部、事務所兼工場敷地に

つきましては、市有地となっております。このため現在、株式会社アークにおきまして

土地、建物を合わせて売却するのか、売却できない場合は、市有地だけは建物を取り壊

して市へ返還するのかを検討されているようでございます。また、一企業に売却するに

も市有地に建っている工場部分の規模が、長さ６４ｍ、幅５６ｍ、高さ１０ｍと非常に

建物が大きいため、一企業が引き受けるには活用面で難しいと考えられますが、株式会

社アークと連携を取りつつ、今後の動向に対応できるようにしたいと考えております。 
今後の誘致活動についてですが、議員ご指摘のとおり「下請け工場ではなく、地域ブ

ランドの製品をつくり出す企業」を誘致できるのが望ましいのは当然であります。その

ためには、地域ブランドで企業を惹きつけるなど、この地域の持つ特性を充分に調査し

た上で、幅広く対応したいと考えております。以上でございます。 
〔企画商工観光部長 沖村三千一 着席〕 
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○５番（野村勝憲） 
ありがとうございました。実は私、今の市長のデータセンターについては理解できる

ところもありますけれども、ちょうど井上市長がタイへ出張された時、お手元の資料に

ございますけれどもイノベーション、このパンフレットです。これをご覧いただきたい

と思います。本体はこれですが、モノクロで申し訳ありません。 
私どもは、昨年の５月に議会全員で大垣のソフトピアへ行き、さらに土岐市へ視察に

行きました。土岐市のアクアシルヴァという所を見たのですが、実は昨年大垣へ行った

時には、既にこの電算システムという会社を私は本社へ訪ねて幹部の方３人とお話をし

てまいりました。そうしましたら、もう既に私ども行った時はどうやら内定していたよ

うですけれども、現在、大垣に西濃運輸さんと電算システムさんＪＶ、ジョイントベン

チャーを組んでデータセンターをお持ちなのです。残念ながら、私達は視察できません

でしたけれども、実はここの施設は見せてもらうことができたようです。それは置いと

いて、その時の３人の話を聞いて、なぜ土岐市に進出したのですかと聞いたところ、実

は４カ所をリストアップした。残念ながら飛騨市は入っておりませんでした。一つは大

垣の今ある所から、県が持っている土地がありますと。そちらへ県から打診があったよ

うです。そちらへ増床するならという話で。しかし、そこではという話で、いろいろ４

カ所。具体的にはあと２カ所は言えませんけれども、最終的に土岐市に決めた。では、

なぜ土岐市なのですかというと、岩盤の良さ、それからアクセスも良いです。今度、五

斗蒔にスマートインターができました。それもありますけれども、最も注目したのはイ

メージだと。「電算システムさん、私は土岐市に家がありますので、ちょっとあれなんで

すが、あまりイメージ良くないですよ」と言いましたら、「いやいや、野村さん、土岐市

ではなくて隣の多治見市の非常にイメージが良くなって、元気になってきている」確か

に古川市長になって、多治見市は世界のアマゾン、これは今７００人くらいの企業です

けれども、現実に多治見で７００人雇用できる。それからトヨタ紡織、これはシートを

作っていますから、それのテストコースを今作っております。それからトヨタ自動車、

これは全国のディーラーを研修する施設を誘致している。さらに日通。このブランド力

があるわけです。したがって東濃全体の今イメージが良い、そこに進出するということ

でお話を聞いてまいりました。「なるほど」と。「ところで飛騨市はどうですか」という

話をしましたら「残念ながら飛騨市さんはちょっとイメージが」という話でした。深く

聞いても大体分かりますので。そういうことで、私はこの地のイメージを良くして、次

の企業を受け入れる、そういうことをやらなければいけない時に来ているのではないか

と思いまして、これは参考までに知っておいてください。 
それから、メガソーラーにつきましては私の考えは、まだアイディアだけで申し訳な

いですけれども、数河高原スキー場が今民間の土地になっているようでございますけれ

ども、ああいった所、例えば、人から聞いた話で申し訳ないのですが実は、結構、東か

ら西に沈むまで日照が長いということを聞きました。現実に高山では古川から出る会社
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と、飛騨産業の社長ともお会いして、そのノウハウをどうしたらいいですかと、そのヒ

ントも得てまいりました。したがって、そういうチャレンジしないと、いくら条例を作

っていても向こうから来ないのです。先ほど言いましたように、こちらからターゲット

を決めて攻め込むということをぜひお願いしておきます。 
さて、先ほどの山之村の件でございますけれども、私はここは可能だと思うのです。

具体的には、これから私は名古屋の企業にアタックをしようと思っています。私はぜひ

こういうことを考えているのです。ようするに、山之村でコーンのスープ工場ができた

とします。そうしたら次は、河合に和紙があります。この和紙をうまく活かして、ほか

の都市部の企業とコラボレーションして連携をして、地域ブランドをしようと考えてお

ります。その件について、沖村部長いかがでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

この件につきましては質問内容になっておりませんが、お答えできればしていただき

ますので。 
○５番（野村勝憲） 

地域ブランドとして聞いているわけですから。大枠の中で。 
◎議長（天木幸男） 

よろしいですか。 
□副市長（白川修平） 

山之村の話の前に、メガソーラーの話もさせていただきたいと思います。 
先ほど、高山市の方で造られるというような会社のお話もございました。この話につ

きましては、市として全く知らない状態で放っておいたわけではなくて、具体的な提案

もあり、またそれについて市の中でもいくつも検討をさせていただいたということでご

ざいます。先ほど部長の答弁でもございましたように、どうしても積雪という問題がご

ざいます。積雪ですと、メガソーラーそのものも壊すということもあるのですが、雪が

かぶりますと当然発電できないということで、投資するコストをいかに回収できるかと

いうような単純な損益分岐のこともございまして、いろんな施設の中で検討されて結論

を出されたわけでございます。別の会社の方からも具体的な引き合いもございましたし、

それについて提案もさせていただいたことも事実でございますが、いろんな問題といい

ますか、雪の問題で今日に至っていないということでございますので、全く事務所にこ

もって何もしていないという状況ではないことにつきましては、ご説明をさせていただ

きたいと思います。 
それから、天空の森のコーンスープの話でございますが、こういう話につきましては

当然有り難い話だと思っています。当然、どなたさまが仲介をされるにしましても、こ

うした企業が進出するということは非常に有り難いことでございます。いろんな課題が

あるということは部長が申し上げたとおりでございますが、そうした課題をクリアして

でも企業が来てくれるということについては、当然、市長はじめ職員一体となりまして、
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そうした企業の受入れにつきまして努力をさせていただくつもりでございますので、議

員の方でもし具体的な事の中でお話が進むようでございましたら、市としましても全力

で協力をさせていただきたいというふうに思います。 
○５番（野村勝憲） 

どうも、ありがとうございました。それでは、アークさんの跡地利用についてですけ

れども、私の考えを申し上げますと、私としてはこの跡地を再利用して地域ブランドの

製品は可能だと思うのです。そのヒントは、昨年１０月に確か飛騨市まちづくり協議会

に、鈴木市長が夕張から来られました。あの時実は、夕張に２社企業誘致されたという

話でしたが、私も５、６年前に夕張に行きまして、当時の藤倉市長さんにお会いしたり

して、なかなかここで企業誘致は大変だと。現実に緑陽団地があるのですが、確か１３

年ほど３区画が塩漬けになっていました。全然売れない。あの市長に変わってから、１

年半で全部売れてしまったのです。私は、最後の１２月３日に調印されました、その企

業に注目しているのです。実は驚くなかれ、ブランドを付けた企業なのです。夕張とい

うブランドを。それは夕張メロンだけではないのです。夕張の湯たんぽを作る会社を横

浜から誘致したということなのです。非常に私は消費者のマインドをうまく捉えたと思

います。やはり夕張というのは財政破綻しています。非常に気の毒だなというのが全国

に広がっていますし、最近は鈴木市長はテレビに出たり、マスコミに取り上げられたり

しています。それも給料３分の２カットして２５万９，０００円で奮闘されていると聞

いております。それはいいんですけれども、そういった中で私はひょっとしてその会社

は横浜にあるのですが、こちらからもアプローチして、要するにダブルチョップ形式、

飛騨ブランドで湯たんぽを作ってもらって、例えば奥飛騨ブランドでもいいですね。例

えば夕張の湯たんぽを静岡から東については販路をそちらの方に任せてもらって、愛知

県から西はこの飛騨のブランドで作ってもらうことはできないかと。その会社は商社な

のです。そうすると流通チャンネルについてはいろんなところに入っていらっしゃいま

す。ですから、そういうことをちゃんと研究されたらどうかと思いますが、その辺はい

かがでしょうか。 
△市長（井上久則） 

野村議員はどちらかといいますと、聞いておりますと、行政は何もしていないのでも

っとしっかりしなさいというような意味にとれるわけでございますけれども、このアー

ク一つに捉えてもそうですが、今ほど部長が言いましたようにとてつもない大きな建物

で、そこに入る企業というのはやはり下請工場とかそういったものが入るわけでもない

しということで、いろいろ的を絞って誘致活動に、今もですけれども走り回っているの

が現状でございます。 
ただ、やはり地域としては交通とか距離とかいろんなことを勘案しますと、なかなか

すぐ企業が見付かるものではないということでございます。今ほどいろいろ例を挙げて

おっしゃいましたものですから、これからやはり野村議員におかれましても「こういっ
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た所がある」、「こういった所へ行ってみたら」というようなことがございましたら、ぜ

ひ情報を流していただければ、私達の気がつかないそういった業種の所へも駆けつけて

いけると思いますので、その点お願いを申し上げまして答弁とさせていただきます。 
○５番（野村勝憲） 

どうも、ありがとうございました。どちらにしても企業というのは、行政の本気度を

見ているのです。その本気度は、やはりそれぞれ企業によって違うかもしれませんけれ

ども、具体的なテーマを持ってアプローチすれば、こちらの資料にありますようにデー

タセンターが、昨日の岐阜新聞に東濃データセンターが出ておりました。やはり、明る

い話題のあるニュースを飛騨市もこれから発信して行けたら、そういうことを期待しま

して私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〔５番 野村勝憲 着席〕 

 
◆休憩 
◎議長（天木幸男） 

ここで暫時休憩いたします。再開を１時５５分、１０分間休憩いたします。失礼しま

した。２時であります。 
 

（ 休憩 午後１時４７分  再開 午後２時００分 ） 
 
◆再開 
◎議長（天木幸男） 

それでは休憩を解き、会議を再開いたします。１７番、籠山恵美子君。 
〔１７番 籠山恵美子 登壇〕 

○１７番（籠山恵美子） 
お許しをいただきましたので、私は３項目市長に伺いたいと思います。まず一つ目に、

経済的弱者に福祉灯油券の発行をということで伺いたいと思います。 
この飛騨地方、今日は暖かめでありますけれども、特にこの北部に位置する飛騨市は

依然として厳しい寒さが続く地域であります。この冬は雪が少ない代わりに朝晩零下の

日々が多く、ガソリンはもちろん灯油や電気など、暖房のための出費が市民皆さんの家

計にひびいています。けれども、燃料費がかさむ原因は寒さだけではありません。 
アベノミクスという言葉を、よくニュースで耳にします。安部さんのエコノミクス、

つまり「安部首相の経済学」とマスコミが持ち上げている、政府の緊急経済対策、これ

にも燃料高騰の原因があるのです。 
大胆な金融政策として政府は、無制限な国債の増発と日銀による国債の無制限購入を

求めています。物価上昇に２％が実現するまでというのですから、これはもう大変なこ

とです。 
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昨年１２月の衆議院選挙に向けて、安部首相が金融緩和を叫びだしました。すると、

１１月半ばから株価が連続で上がり出しました。報道によりますと、この２月現在での

１２週連続の株価値上がりは、５４年前の岩戸景気以来だそうです。けれども、実体経

済が良くなっているわけでもないのに株価ばかり値上がりするのは、これは一種のバブ

ルです。そして今、金融緩和策で上がった株が原油商品相場への投機にも広がり、また

急激な円安でさらに灯油価格が値上がりしている。そういう昨今だというわけです。こ

のことはもちろん岐阜県内、そして寒冷地である飛騨地方にも、当然アベノミクスによ

る影響が出ております。燃料が高騰しています。 
かつて飛騨市は、低所得者、高齢者世帯あるいは障がい者家庭、母子家庭などに福祉

灯油券を発行して大変喜ばれました。平成１９年から２０年にかけての冬のことです。

当時の実績を見ますと、平成１９年で１，０３７世帯に６，０００円の灯油券。翌２０

年には８７４世帯に１０，０００円の灯油券が交付され、合計約１，５００万円の助成

を行っています。現在の燃料高騰は、気象状況、物価高騰による生活苦難、年金の目減

り、こういうことからいっても市民の皆さんの暮らしに、これまでにない大きな打撃が

与えられています。 
まだまだ厳しい寒さが予想されます。そして、今年もまた１１月が過ぎれば冬は到来

します。ぜひ、福祉灯油券の発行で経済的弱者の生活を守っていただきたいと切に願い

ますが、いかがでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市民福祉部長 谷澤敦子 登壇〕 

□市民福祉部長（谷澤敦子） 
それでは、経済的弱者に福祉灯油券の発行をについてお答えいたします。 
緊急福祉灯油券交付につきましては、籠山議員が述べられましたように平成１９年度

において原油価格が著しく高騰したことにより、国の緊急対策、特別交付税措置がござ

いましたが、としての支援もあり、全国的に実施した地方自治体がありました。 
当時は、灯油価格が１リットル当たり２０円以上、最終的には３０円～４５円ほど値

上がりしたのですが、値上がりする中で、高山市、下呂市とも相談しながら１２月議会

において議決をいただき、実施いたしました。 
現在、過去１６カ月間の灯油価格推移を見ますと、山がいくつかある中ではございま

すが、昨年１１月下旬から上昇を始め、最安値でありました平成２３年１１月７日の金

額と比較いたしますと、２月２５日現在でではございますが１リットル当たり１３円値

上がりをしております。 
北海道や長野県、東北地方で実施されている自治体もありますけれども、灯油価格は

ピーク感があり、まもなく春を迎えようとしておりますので、今現在、灯油券交付につ

きましては考えておりませんのでよろしくお願いいたします。 
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〔市民福祉部長 谷澤敦子 着席〕 
○１７番（籠山恵美子） 

もうすぐ春だということですけれども、本当に高齢者の方々に聞くと分かるのですが、

古川祭が来てもあるいは神岡祭が来ても、その後６月の梅雨時までストーブは必要だと

皆さんおっしゃいます。そういう状況が飛騨の季節なのです。寒い季節を持つ地域なの

です。 
私は先ほど、物価上昇率２％実現は大変だと言いましたけれども、これはなぜかとい

うと、それは市民生活にとって実質的に賃下げと増税を意味する。そういう生活が続く

からなのです。これまでのいわゆるデフレ状況下でも、何もかもの商品は値下がりして

いません。総務省の消費者物価指数というデータから、品目別の物価指数の推移を見て

みるとよく分かるのです。つまり、バブルがはじけた１９９７年、平成９年から１５年

間、食料品はまったく下がっていません。水光熱費やガソリン代は逆に上がっています。

電化製品は下がっていますけれども、これは例えばテレビやパソコンなど実際の販売価

格は同じですが、以前より性能が良くなればその分、値下がりしたと計算されて物価指

数が出されるそうです。ですから、総合的に政府の言う２％上昇を実現しようとすれば、

食料品や水光熱費などの生活必需品目が毎年４～５％以上のペースで上昇しなければな

らない。これは、給料が上がらない勤労者にとっては、また年金の目減りする高齢者に

とっては、消費税率が３％上がったのとほぼ同じだそうなのです。 
また、それとは別に今国では消費税１０％増税法が通ってしまいました。こういう中

で、この寒冷地飛騨市の厳しい冬の生活があるわけですから、本当に大変なのです。本

来ならもっともっと暮らしへの支援策を充実してほしいところですけれども、とにもか

くにもこの冬期間の支援として、経済的に大変な家庭により速く福祉灯油券を交付して

いただきたいと願うわけです。 
ただし、前回の福祉灯油施策には先ほどおっしゃったように国から２分の１の補助が

ありました。執行部にとっては財源をどうするか、そこで躊躇するのだろうと思います

けれども、財源について一つ質問があります。水上財政課長にお聞きしたいと思います。

この福祉灯油を実現する場合、「さて、財政をどうしようか」と多分考えられると思うの

です。 
国は、この１月に発表した１２月補正予算で「地域の元気臨時交付金」１兆３，９８

０億円を計上いたしました。この交付金は、あくまでハード事業が対象でして、自治体

の新年度予算の建設事業の新たな財源にすることができます。ですから、飛騨市もこう

いう交付金を使えば、支出を予定していた建設事業の一般財源が余りますから、ほかの

事業や福祉サービスへ充てて活用することができると思うのです。このことが可能だと

いうことの確認です。そして、余った一般財源を、このような福祉灯油の財源に充てる

ことは可能だということの確認をしたいと思います。いかがでしょうか。 
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◎議長（天木幸男） 
答弁を求めます。 

□財政課長（水上雅廣） 
お答えいたします。少し長くなるかもしれませんけれども、今回の地方の元気交付金

についても多少説明をさせていただきながら、答弁をさせていただきたいと思います。 
今回、議員がおっしゃったように、国の補正に伴いまして地方の元気交付金というよ

うなものが交付される予定になってございます。総額で１兆４，０００億円弱というこ

とになっております。このことについては、今回国が補正で追加の公共事業の予算を組

んでおりますけれども、それに伴いまして地方が補正を組んで乗せて行ける部分、その

部分の地方負担分の８割に相当する金額について、今回の元気交付金を算定の基礎とし

て、その金額を設定するということになってございます。まだ、国の方でもその額がし

っかりと算定をされておりませんし、事業の精査も今しているところでございまして、

どのような形で、何割が地方に交付されるのかといったところがまだ不明瞭な部分がご

ざいます。 
また、この交付金のそのものを充当対象でございますけれども、先ほど議員も申され

ましたが、各地方の公共団体がまず実施事業計画書等を作成いたしまして、そこに掲載

される事業、要は地方の単独事業あるいは建設公債の発行の対象となる国庫補助事業の

地方負担といったようなものに充当することが可能だということになっております。 
ただ、この実施計画書につきましては、交付金額が決定した後の計画策定となってお

りますので、いずれにしても２５年度にこういったことが行われるということになろう

かと思います。 
こうしたことから、今回上程させていただきました補正予算５号については、関係す

る工事費については計上させていただいておりますけれども、財源の手当てとしては元

気交付金を上げてはございません。要は、これを基にして今回の補正で上げました追加

公共事業の裏負担分を基にして算定される元気交付金、これは２５年度の当初予算に計

上いたしております建設事業に充当されるべきものであるというのが趣旨でございます

ので、そのように理解を私はしております。 
そうしました場合に、一般財源が生まれるのかどうかということでございますけれど

も、２５年度の予算の中では当然に補助事業、あるいは地方単独事業につきましても起

債等々の財源手当てをしてございますし、当然今の元気交付金というのは、そういった

ものに充当されていくべき特定財源であろうというふうに思ってございます。 
また、そうしたことからいろいろ充当先を考えていって、結果として一般財源という

ものがいくらか生まれてくるようなこともあるかもしれませんけれども、生まれた一般

財源につきましては、一般財源総枠の中でいろんな施策に対して手を打っていくべき財

源だろうと思っておりますので、施策についてのコメントは控えさせていただきますけ

れども、今回についてはそういうことでご理解をお願いしたいと思っております。 
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○１７番（籠山恵美子） 
総務省の執行スケジュールという資料の中では、ちょうど今の時期に、各それぞれの

追加交付事業の補助金等の内示などが行われていて、４月の後半ですかね、追加公共事

業などへの交付金による現金交付ということがされていますので、本当に今大事な時期

だと思います。結局、どこに充当するかということについてはということでしたが、や

はりこれは政治姿勢です。こういう本当に経済的弱者に対して、どういう手当をするこ

とが良いのか、市長がどう思われているのか。人にやさしい自治体とする、お年寄りを

元気にするとおっしゃっていますので、こういう福祉灯油のことをどう考えるか、それ

にかかってくるような気がします。 
先ほど部長から値上がり高のことを言われましたが、私も調べました。やはり、灯油

をどこでどう買うかによって値段が微妙に違いますので、私は経産省の資源エネルギー

庁が公表している岐阜県内の灯油の店頭価格で見てみました。 
昨年１１月１２日付で１８リットル缶が１，６２５円、リッター９０円でした。それ

が今年の２月２５日には１，８１４円、リッター１００円。わずか３カ月で１８９円も

値上がりしています。 
ところで、福祉灯油券が発行された平成１９年、２０年の冬はどうかといいますと、

同じ１１月１２日は１，５７１円、リッター８７円です。翌年の同じ２月２５日には１，

７１８円、リッター９５円。これは、同じ３カ月で１４７円の値上がり幅でした。です

から、値上がり幅はもちろん、１リットルの単価も今の方がずっと割高なのです。それ

だけ生活が大変だということなのです。 
ある母子家庭の方にお話しを伺いました。お年寄りと子供の５人家族です。手取りは

お正月には８万ということでした。休暇がありましたので。手取り８万～１０万円、そ

れから児童扶養手当というのは生活です。２００リットルタンクの灯油を配達してもら

うそうですが、お風呂の湯沸かしとストーブで１カ月からもっても１カ月半だそうです。

月２万ほどの灯油代とうことなのです。相当の負担だと思うのです。それでもこの母子

家庭の方は、お風呂は１日おき、残り湯は洗濯機で使う、そして湯たんぽに入れるお湯

はもちろんストーブの上で沸かす、コンロは使わない。そうやって働きながら大変工面

しているということでした。また、ある一人暮らしのお年寄りは、零下が続いたこの冬

ですけれども灯油が高いために、夜に少しだけストーブをつけて、朝からお昼近くまで

こたつにもぐって寝過して我慢している。朝ごはんも食べないのです。寝過して我慢し

ている、そういう生活だということなのです。 
ここで市長に伺いますけれども、せめてこういう経済的弱者に最優先で福祉灯油券を

交付したらいいと思うのです。こういう似たり寄ったりの高齢者はもっともっと大勢お

られると思うのです、市内には。このような冬季の暮らし、冬の季節の暮らしをしてい

たのでは、高齢者は元気にはなれません。心身ともに病んでしまいます。飛騨はまだま

だ寒い地域ですから、私は１日でも早く福祉灯油券を交付する。そういう対策を取るべ
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きだと思いますけれども、いかがでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
△市長（井上久則） 

実情といいますか、そういったことはよく分かっているつもりでございます。先ほど

部長が答弁いたしましたように、前は１２月議会で認めていただいて冬を迎えたという

ことでございます。今は３月、２５年度当初予算の時期で、３月になりまして今からだ

んだんと暖かくなる時でございますので、そういった実情はよく分かりますけれども、

今のところ灯油券の交付につきましては考えていないというのが、私も同じ考え方でこ

ういった答弁をさせたということでございます。 
この経済状況につきましては今始まったばかりでございますので、これが今年１年ど

う変わってくるか分かりませんが、平成２５年の冬を迎えるにあたって現状等々を把握

しながら、それは考えるべき問題ではないかというふうに感じておりますので、現在の

ところは先ほど部長が答弁したとおりでございます。 
○１７番（籠山恵美子） 

寒い冬ですから灯油は欠かせないという話はしましたけれども、これはどの家でも大

体お風呂はボイラーでたくものですから、灯油は１年中使っているところが多いと思い

ます。オール電化の家庭以外は。ですから、この冬に向けてしっかりと考えていただき

たいということを要望して、二つ目に移りたいと思います。 
市産材を使用した住宅建築に補助して、内需拡大の促進をということで伺いたいと思

います。 
岐阜県では、岐阜の木で家づくり支援事業というものによりまして、県産材を使用し

た住宅建築に補助をしております。けれども、条件のハードルも高く厳しく活用しにく

いというのが現状のようです。といいますのは、１棟当たり２０万円の補助が付く県の

制度ですけれども、募集棟数に限りがありまして、先着順です。しかも、岐阜性能表示

材認証制度で認証してもらうための手数料が高い。ですから、割高な建材を使って住宅

を建築して２０万円の補助金をもらっても割に合わない。まして、先着に漏れたら結局

負担ばかりが増えるということで、建築業者もお客になかなか勧めにくい制度だとおっ

しゃっておりました。飛騨市でもあまりこの制度の活用はないのではないでしょうか。 
９３％が森林の飛騨市です。飛騨市の市産材をもっと活用して、林業振興を図ること

が大事です。そのためにも、市産材を使用した住宅建築に市独自の補助制度を設けて、

林業振興と内需拡大の促進を図るべきだろうと思います。新年度の施策として、木質燃

料の活用に補助制度が設けられています。林業振興のためにいろんな政策があっていい

と思うのです。 
先ほど、野村議員の質問に答弁された副市長でしたか、市長でしたか。いろいろあっ

ていいと、同じようなことをおっしゃっておりました。本当にそのとおりだと思います。
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市内のある木材業者の方は、このままでは後４、５年しかもたないと嘆かれております。

山から木材を切り落とす生業がなくなれば、製材業も成り立たなくなってしまうのです。

何としてもそういう危機は回避しなければなりません。 
私は、消費税増税には反対の立場なものですから、ちょっと皮肉なことなのですけれ

ども、住宅建築会社の話では増税前の駆け込み事業が今、この建築の世界でも既に始ま

っているそうです。新築するお客が増えているということでした。それはそれで悪いこ

とではありません。ですから、ここで飛騨市も市産材を活用する住宅建築に一定の補助

制度を設けて、大いに林業関係者の生業を支援する。そして、林業振興を促進させる。

こういう良い循環を作っていただきたいと思います。 
高山市では匠の家づくり支援事業という、市産材使用の住宅建築補助制度を設けてお

ります。県の先着順の限定制度とは違いまして、高山市は申請すれば確実に補助される

というものです。建築業者も進めやすく、またお客にも喜ばれているということでした。

森林組合の仕事おこしにも拍車がかかるというのが高山市のスタンスのようです。 
市産材を使用した住宅建築に補助する制度、ぜひ飛騨市でも作るべきだと考えますが、

市長いかがでしょうか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔農林部長 石腰豊 登壇〕 

□農林部長（石腰豊） 
それでは、ただ今の市産材を使用した住宅建築に補助を、また内需拡大をということ

のご質問でございます。 
議員ご周知のとおり、県では岐阜の木で家づくり支援事業により県産材の活用促進を

支援しております。高山市では、市産材、高山市内で伐採されました木材製品の利用促

進のために、匠の家づくり支援制度があります。いずれも家を建築する場合の土台、柱

など主要構造材といたしまして、８０％以上かつ５立方メートル以上の使用が県、市そ

れぞれの基準を満たすものとして補助対象とされております。 
補助の対象となる木材につきましては、規格を満たす必要があります。県産材として

製品出荷するためには、認定工場として岐阜証明材制度登録事業者であり、かつ県内事

業者は岐阜県木材連合会の木材登録業者であること。認定基準に定める品質基準および

寸法基準に適合する製品を管理できる機械を有していること。品質管理が行える木材乾

燥技術者の有無などがあります。 飛騨市内には数社の製材所がございますが、乾燥施設

まで整備された製材所は１カ所のみであります。 
地域市産材として使用するためには、県と同様な基準が必要と判断しております。市

内団体では、この認定工場としての登録につきまして山林の伐採実績、所有製材設備、

認定工場として毎年必要となります年会費などについて検討が行なわれましたが、当地

域のように山が急峻で豪雪地帯での木材の用途は、主として柱材ではなくベニヤ材、パ
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ルプ材などの間伐材であるため、個々の判断によりまして登録は見送られております。 
高山市においては、材料の全てを市産材としての調達は困難であると認めているため、

県産材の使用を広く認めており、市内林業振興には結びつきにくいようですが、施主、

工務店の方の内需拡大の部分につきましては寄与している状況にあります。 
飛騨市の林業は、間伐によるベニヤ材、パルプ材など不良木の伐採が主な事業となっ

ており、建築構造用木材の購入状況はそのほとんどが飛騨市以外からの購入となってい

ることから、地域材、地産材を活用した補助事業創設には十分な検討が必要と考えてお

ります。 
現在市では、市の森林資源を活用するための施策として、木質燃料ストーブ購入補助

金制度を導入予定であります。その動向を見ながら次の段階として、切り捨て間伐材と

して山林内に放置されております残材の利用についても利用方法を模索したいと考えて

おります。以上でございます。 
〔農林部長 石腰豊 着席〕 

○１７番（籠山恵美子） 
部長の答弁では、なかなか市内の市産材というのは、住宅建築には不向きであるとい

うようなニュアンスもありましたけれども、でも１００％不可能というわけではないの

ですよね。私は、いろいろな基準がある、いろんな問題もあるということを縷々述べら

れましたけれども、昨日、今日とほかの議員の質問の答弁を聞いていまして、何という

のでしょうか、この本議会の質問の答弁というのは、別に答弁の保留する場所ではない

と思うのです。検討の余地があるとか、十分検討しなければならない、こういう課題が

ある、ということは縷々市長はじめ述べられるのですけれども、１週間前に通告を出し

ているわけですし、調べようと思えばとことん調べられるわけですから、それで可能性

をもっともっとしっかりと見出すということなしには、やはり新しい発展はないと思う

のです。特にこの林業などはそうなのです。ほとんど森林で埋め尽くされているこの地

域で、どうやってそれを利用して内需拡大に努めるかといったら、それは折れ曲がった

杉材たくさんあります。けれども可能性を考えれば、例えば製材所にきちんと補助をし

て、１カ所だけではなく数カ所やるのなら、数カ所にきちんと乾燥までやってもらって

認定できるだけの力を付けてもらえる、そういう支援もしながら、住宅建築というのは

大きいですから、仕事としては。そういうものにも可能性を見出していくということを、

ぜひやっていただきたいと思うのです。 
十分な検討が必要ということですので、動向を見ながらということですので、いつそ

れをどうやってどこまで待ったら、どんな答弁が出てくるのかなと思うのですが。市長、

いかがですか。こういう問題については、発展性はありませんか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
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△市長（井上久則） 
籠山議員の質問が、そういう答弁をしなければならない質問だということでご理解い

ただきたいと思います。 
一概に、飛騨市で取れる木材が全て家の建築に間に合わないということではございま

せん。それは使えると思います。ただ、例えばですけれどもこの辺の材の種類を見ます

と、ほとんどがスギでございます。ヒノキは北限が来ておりますので、たぶん飛騨市に

ヒノキはほとんどないと思っております。そういったことを考えますと、家を造るため

の材がどういったものが飛騨市にあるかということをしっかり把握した上でいかなけれ

ば、作ったものは絵に描いた餅になると思います。ただ、そういったことで１００％利

用できないということでもないということもあるものですから、こういった答弁をせざ

るを得ないということでございます。この辺はやはり地域のみなさんで山をもってみえ

る方が、もっと山に意欲を持ってできるように木材価格が上昇したり、どんどんと切っ

ていくような、そういった時代になってくればこういったことも必要になってこようか

と思いますけれども、今はなかなか山にそういった意欲を持って向かう方が少ないとい

う中で、どれだけ家を造るために市からできる材を使えるかということにつきましては、

なかなか難しい面があるということでございますので、この辺はご理解いただきたいと

思います。 
○１７番（籠山恵美子） 

多少なりとも今のような答弁を最初からしていただければ、事情は分かります。それ

から、市長は以前、これからの山は広葉樹を植樹していくんだというお話もされていま

した。そういうことであれば、可能性、展望がないわけではないわけですから、今すぐ

来年でもやれとなどという話ではなくても、飛騨市のこの先の将来展望として広葉樹を

広げるという計画があるから、そういう時に沿ってこういうものも考えていくというこ

とも、答弁としてはあり得ると思うのです。私が市長だったら、そういう答弁しますよ。

もう時間がないので、そういうことも展望しながら、要望しながら三つ目に入りたいと

思います。 

飛騨市の顧問弁護士の解任を求めることについて伺いたいと思います。この間
かん

、飛騨

市ではニコイ、戸市、起し太鼓会館に関わる裁判３件続いて訴訟判決が下されまして、

飛騨市はいずれも敗訴です。 
判決の中身についてそれぞれ検証してみました。ただし私は、ニコイの問題は判断が

付かず提訴については棄権いたしましたので、戸市の山林購入と起し太鼓会館の土地購

入問題２件について、裁判記録を全て調べて検証いたしました。やはり、いくつかの大

きな疑義が残ります。そして、飛騨市の代理人となった顧問弁護士の存在については非

常に問題があります。このまま顧問を継続することは、私たち市民にとって一利もない

と考えています。よって、顧問弁護士の解任を市長に求め、その理由などを裁判の内容、

経緯と絡めながら言及したいと思います。 
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私はこれまでいろいろな裁判に関わり、傍聴してまいりました。神岡じん肺裁判は、

今でもずっと傍聴しています。飛騨市に関するものでは、かつての増島保育園運営事業

者の地位確認についての裁判は全部傍聴いたしました。起し太鼓会館の土地購入の損害

賠償裁判と戸市の山林購入の損害賠償裁判は、電話会議という特殊な裁判で傍聴はでき

ませんけれども、特に起し太鼓会館の問題は、真相究明を望む広範な市民からの支援を

受けて、市民の会の原告として私は深く関わってきましたので、手持ちの相当な量の資

料と照合しながら裁判記録を全部検証してみました。 
戸市の問題は皆さんご存知のように、議会自ら設置した調査特別委員会の延長線上の

裁判ですから、私はその委員の一人としてしっかり見守ってまいりました。また、現地

調査にも入りました。たくさんの関係資料を市に開示請求して、それと照合しながら検

証いたしました。 
昨日の洞口議員の質問に対する市長答弁で、戸市の裁判の判決の矛盾が明らかにされ

ました。質問時間が限られていますので、私はこの戸市の問題については割愛します。 
調査委員会で追求してきた委員としては、事実がゆがめられ、焦点をそらされたまま

市長の裁量でくくられているこの裁判、判決では市民に説明がつかないと私は思います。

ですから控訴を願いました。しかし、市は控訴を断念しました。ある意味私は、これも

市長に与えられた裁量なのかと思っています。井上市長に与えられた裁量ということで

す。 
しかし最も大事なこと、それは、地方自治法でいう市長の裁量というのは、自治法に

ある様々な法令を、市長という特別公務員として遵守した上での裁量権だということで

す。 
「総理大臣は、憲法を守るべき公務員の筆頭」このことを国政ではよく言われます。

これには皆さん、そのとおりだとうなずけると思います。同様に市長も同じです。「法令

を守るべき地方公務員の筆頭」です。法令を順守すべき公務員の先頭に立つ市長が、ル

ール違反をしていいわけがありません。私たち市民は、井上市長に対しても当然このこ

とを求めます。市民の皆さんもそうだと思います。 
しかし、今回の戸市、起し太鼓会館双方の裁判判決の意味は、市民や職員が、例えば

「おかしい」、「これはルール違反だ」と思う行為、あるいは事例があっても、井上市長

が「あの裁判の判例を見なさい。私の頭の中の構想のためにやったことだ。これは市長

の権限だ。裁量権だ」と言えば、どんな独裁的なことでもなし得る。場合によっては、

脱法的なこともなし得る、そういう前例を作ってしまう。こういう意味だと私は解して

います。 
それは、今回の判決を良しとする人々がおられると思います。その方々でも今後を考

えたら、とても安心できる判決ではないと思うのです。 
違反行為は、主権者である市民に対する背任行為ですし、それを裁量権の範囲と断定

した戸市と起し太鼓会館の裁判判決は、数々裁判を見てきた私にとっては本当に率直に、
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やはりおかしいと思います。それは、この二つの裁判は、違法かどうかを判断する前提

に、明らかな事実誤認があるからなのです。 
市民の会が岐阜地裁に住民訴訟を起こした起し太鼓会館裁判の判決も、岐阜地裁高山

支部では可否を判断する肝心なところに全く触れておらず、被告側によってすり替えら

れていることを原告が事実をもって証明しても、裁判官が確認することもなく、現地調

査に裁判官自ら出向くこともなく、最後には、市長交代により、計画が白紙撤回された

ことが紛争をうんだ要因であり、よって原告の飛騨市長が、これは井上市長ですけれど

も、被告に対して損害を請求する理由はないから退けます、これが岐阜地裁高山支部の

棄却判決です。 
私は、先ほど言いましたけれども、代理人がもっといろいろなことを裁判所に要請す

る、あるいはもっと請求できる。こういうことがたくさんあったのではないかと思いま

す。計画が白紙撤回されたとは、とんでもない事実誤認です。計画などどこにもなかっ

たからです。 
市民の会が住民訴訟を起こしたのは、監査請求をしまして、監査委員会が関係者を調

査したその生々しい証言記録から、明らかに市民に対する背任行為や違法行為があり、

そのため市民が不利益を被っていると確信したからなのです。市長交代とは全く関係の

ない問題です。ですから市民の会は、監査請求した当時の飛騨市代表、井上久則市長を

被告として提訴したわけです。前市長を提訴したわけではありません。 
監査記録では、当時の担当職員たちの証言で計画は何も立っていないことが立証され

ています。ですけれども、こういう証拠は高山支部ではまったく採用されておりません。

よって、この裁判は、やり直し裁判として控訴すべきだと私は考えます。 
そして、市の顧問弁護士は明らかに弁護士の倫理規定、今は弁護士職務基本規定と名

前を改めておりますけれども、それに違反しています。顧問弁護士は、裁判の相手方の

顧問弁護士として指南してきた弁護士ですから、双方の裁判の代理人は辞退すべきなの

です。起し太鼓裁判の関係者の証言で、この弁護士が被告と職務を超えて懇意にしてい

たことも明らかになっています。 
また、弁護士というのは依頼者だけではなく、市民から少しでも不信を買うようなこ

とがあれば、代理人は務めるべきではない、こういうルールがあることを他の複数の弁

護士からも聞きました。それを放置して、温情で起用していた飛騨市の責任も大変重い

と私は考えています。問題ありの代理人によって、市の問題にしっかりと指南できず、

訴訟行為にまで踏み込む事態になったのであります。その弁護士を解任することなく、

代理人として裁判に起用した結果、敗訴したと言っても私は過言ではないと思います。

市当局は、このことが飛騨市民にとって大きな不利益をもたらしているという認識にし

っかり立ち、責任を取るべきです。 
起し太鼓会館の土地購入にかかる訴訟は棄却でありますけれども、市民の会とその多

くの支援者にとってみれば、到底その判決は納得できるものではありません。 
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市は、今の顧問弁護士を解任し、行政紛争に長けた弁護士をぜひ起用して、起し太鼓

会館の裁判こそ控訴すべきだと考えます。市長に伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 
それでは、顧問弁護士の件につきまして答弁をさせていただきます。 
まず、前市長時代に市の顧問弁護士であった者が、前市長を訴えた今回のこの訴訟、

戸市の山林と起し太鼓でございますが、において市の代理人弁護士となることは弁護士

職務基本規定に違反をしているのではないかということでございます。 
議論の前提として、顧問弁護士との法律顧問契約の中に「法律事務の範囲を超えて法

律上の事務処理を委任するときは、別に報酬及び費用を支払う」旨の記載がございます。

必ずしも、顧問弁護士を裁判の際の代理人弁護士に委任しなければならないものではご

ざいません。また、顧問弁護士から飛騨市という団体の顧問弁護士を受けているのであ

り、市長個人の顧問弁護士ではない、今般の訴訟においても前市長という個人が相手で

あったのであり、利益相反には当たらないと考えているとの回答を受けております。一

般に今回のような場合について、さまざまな見解がありまして、明確に利益相反に当た

るとはされていないと理解をしております。今回は顧問弁護士を信じて、代理人弁護士

に選任したのは私でございますので、その結果は重く受け止めております。 
次に、市は顧問弁護士を解任し、起し太鼓会館の土地購入に係る訴訟こそ控訴すべき

であるという質問でございますが、まず、顧問弁護士との契約内容について説明をさせ

ていただきます。 
平成１６年４月１日付で、飛騨市と弁護士との間で法律顧問契約を締結しております。

契約の内容は、法律事務を委託するもので、具体的には法律相談、契約締結等に関する

助言、立ち会い、契約書またはこれに類する書類の作成となっております。また、この

契約期間は、平成１６年４月１日から向こう１年間とし、双方から別段の申し出がない

時は更新される契約内容になっておりまして、そのまま今日に至っているところでござ

います。 
法律顧問契約を更新するかどうかはその都度検討しておりますが、来年度につきまし

てはまだ決めていないのが現状でございます。 
最後に、起し太鼓会館問題の訴訟につきましては、現在判決内容の検討を行っている

最中でございまして回答を控えさせていただきます。 
〔市長 井上久則 着席〕 

○１７番（籠山恵美子） 
それでは、この裁判に中心になって多分携わってきたのでしょう。副市長にひとつお

聞きしたいと思いますけれども、この顧問弁護士はこれらの、特にこの二つの裁判につ
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いて、弁護士としてどのような裁判の実務をやっておられましたか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□副市長（白川修平） 

ご質問の裁判の実務というのはどういうことを指すのか理解をできませんが、裁判に

おきましては、ただ今議員がご指摘のとおり電話裁判が主たる裁判でございました。そ

れで、電話でございますと、やり取りの中身が分からないということが最初ございまし

て、私の方ではどのような形の中で裁判が行われているのか知らせてほしいということ

を申し出をいたしましたら、電話裁判におきましては向こうの話される方が音声として

通ずるような電話機に替えていただきまして、裁判のやり取りにつきまして担当職員が

同席をし、裁判結果を聞かせていただいたということでございます。 
また、参考人招致がございまして、これは裁判所で行われたようでございますが、こ

れにつきましては顧問弁護士が具体的な質問をさせていただいたということでございま

す。 
○１７番（籠山恵美子） 

要するに、この顧問弁護士が裁判上のいろんな実務、準備書面を書いたり、書くにあ

たってのいろんな打ち合わせをする時に、一生懸命やればやるほど守秘義務に抵触して

くるのです。 
私は、岐阜弁護士会に問い合わせました。伊藤会長が電話に出られました。２日時間

をくれと言って、３日目に電話が入りました。各弁護士先生の意見を聞いた、そのこと

をお答えしますということでしたが、先ほど市長が言ったように、ただ顧問だというこ

とだけでは利益相反行為にはならない。これはそのとおりです。ただし、その訴訟事業

の内容にどう関与していたか、それで変わってくるということです。 
訴える方と、訴えられる方、双方の顧問弁護士として活動していた弁護士が片方だけ

の弁護をする場合に、その訴える方の守秘義務にどうやってそれを守れますか。守秘義

務を守ろうとすればするほど、裁判は思うようにいかなくなります。そういうものだと

思います。しっかり相手のことを調査して、こちらが有利になるようないろいろな証拠

を取らなければなりませんからそうなるのですよ。ですから、この守秘義務に抵触する

恐れがあるから、こういうことは辞退すべきだというのが岐阜県の弁護士会の見解でし

た。 
つまり、回避した方が良いということです。たとえ、この職務基本規定に違反するし

ないにしても、こういう事態になるから辞退すべきである、回避すべきである、こうい

う見解でしたよ。いかがですか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
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□副市長（白川修平） 
先ほど市長の答弁でもさせていただきましたように、こうした見解についてはいろい

ろな見解があるというふうに承知をいたしております。ただ今議員がご指摘になられま

したように、明確に利益相反には当たらない、考え方としてはグレーのゾーンにあると

いうことで理解をいたしております。 
今回、顧問弁護士を代理人の弁護士として選任いたしましたことにつきましては、こ

れは私の感想でございますが、実際戸市の山林につきまして当時の飛騨市が顧問弁護士

に相談をしたことは１件でございます。これは何かといいますと、共有林名義の山林を

購入することについての可否について相談をしております。それ以外の、この山林を買

うかどうかについて顧問弁護士の見解を聞いたことという記録は残っていません。した

がいまして、ただ今籠山議員がおっしゃいましたように、実際知っていることを守秘義

務で話せないから弁護士活動ができないということではないと判断をしたのではないか

と思っております。ましてや、起し太鼓会館に関しましては実際、このことについて弁

護士と相談した記録が残っていません。したがいまして、間接的に聞いていることはあ

るかもしれませんが、この山林購入について顧問弁護士の意見が入っていないというこ

とを斟酌しまして、市の代理人弁護士に選任をしたというふうに私は思っております。

以上です。 
○１７番（籠山恵美子） 

先ほど私も申しましたように、顧問弁護士の行動というのは、この起し太鼓会館の裁

判をやっている中で関係者からも話がありまして、例えば祝宴のような所に前の市長と

同行する。その後の二次会にも同行する。あるいは、関係者の所にまったく個別に訪問

したりしている。こういうこと自体が、やはり市民から不信感を得られてしまうのです。 
それと、守秘義務についても、これは守秘義務に当たることを弁護士は前の市長に関

することを言っているのか、そうでないのか、判断のしようがないわけです。両方いる

所で弁護士がやっているわけではありませんから。だから、守秘義務に抵触するかどう

か、そういうことにも関わってくるけれども、それを判断しようがないから、そういう

ような仕事は受けるべきではない、回避すべきである、辞退すべきである、これが岐阜

弁護士の見解です。こういうことを私が述べても、まだ何か顧問弁護士について、来年

は分からないということでしたけれども、まだも毅然として市民に対して弁護士を任用

したことについては責任を感じております、次回は委任しませんとか、そういうことを

はっきり市民に対して説明できないですか。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
△市長（井上久則） 

起し太鼓につきましては、先ほど言いましたように、今、判決内容を詳しく検討して

どうするかということになるわけでございますが、それ以降のことにつきましては、い
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まだ決定をしたわけではございませんので差し控えさせていただきますけれども、今ほ

ど籠山議員から出たようなことにつきましては、代理人をお願いする時に本人とも確認

をさせていただいておりますし、私の方でいろんなことを調べて決めたことでございま

す。 
また、ほかにいろんな裁判があったわけでございますけれども、もし本人が関わった

問題につきましては、弁護士をほかの方に紹介をいただいたりしてやってきたことも事

実でございますので、全てが今の顧問弁護士にお願いをしたわけでもございませんし、

弁護士の方から、これは私は受けられないから誰々を頼むぞというようなことも、顧問

弁護士の方から話を受けてやった事例もあるわけでございますので、この辺は私の方で

決めさせていただいて、そういったことも確認をして決めさせていただいたことでござ

いますけれども、結果から言いますと先ほど言いましたように、私が任命をしたことで

ございますので重く受け止めているということでございます。よろしくお願いいたしま

す。 
○１７番（籠山恵美子） 

岐阜県の弁護士会としては、苦情処理申立もあります。それから懲戒請求という制度

もあります。場合によっては、それをぜひ利用して下さいということでしたので、市の

これからの対応をしっかりと市民の会としても見届けたいと思います。以上で質問を終

わります。 
〔１７番 籠山恵美子 着席〕 

 
◆休憩 
◎議長（天木幸男） 

暫時休憩をいたします。 
 

（ 休憩 午後２時５３分  再開 午後２時５３分 ） 
 
◆再開 
◎議長（天木幸男） 

休憩を解き、会議を再開いたします。１５番、山下博文君。 
〔１５番 山下博文 登壇〕 

○１５番（山下博文） 
それでは、早速質問に入ります。１点目は飛騨市民病院の経営方針について、いくつ

かお尋ねしたいと思います。 
高齢化が一段と進む中、地域医療の充実、地域医療をどう守るかがますます求められ

ております。飛騨市の高齢化率が３４％、神岡町は４０％近い実態となっており、先般

の岐阜県の高齢化率の発表では、飛騨市は岐阜県下では上から４番目に位置づけられて
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おりました。こういう状況下で地域医療をどう守るか、どう充実させるか、市民が特に

高齢者が安全安心に生活するために、心のよりどころである市民病院の役割は極めて重

要であります。 
病院長は「当院は、飛騨市のみならず高山市の上宝地区を含めた広い地域の医療を担

う使命がある。外来部門では、幅広い患者に対応できるような各診療科の体制を維持す

る。救急患者についても原則救急車は断らない方針で対応する。一般病棟では各種の急

病の方、手術の必要な方などの治療を継続し、療養病棟では慢性期の方に安らかに療養

できるようなケアの実践に取り組んでいる。訪問看護ステーションによる在宅療養支援

をしっかり行い、介護福祉の周辺施設とのスムーズな連携を継続する。また、今年度か

ら地域医療の教育研修施設として、富山大学や岐阜大学の医学生や研修医を受け入れて

いる。若い医師を育て上げることに一人一人のお力添えをお願いしたい。私どもは、思

いやりの心、信頼される医療、地域に愛される病院の理念に基づき、皆様のお一人お一

人に対して身体的な病気のみを診るのでなく、生活背景を踏まえた全人的な医療を目指

す。今年も市民の皆様には、職員一丸となって身近で安心・安全の医療の実践に努力す

る」このように述べられております。病院長のご努力に敬意を表するものであります。 
２０１２年度は、県や富山大学付属病院のご理解で３名の常勤医師を派遣していただ

き感謝しておりますが、新年度はその期待も厳しいと聞いております。市民病院として

の地域医療充実のために、新年度は何に取り組むのか、次の４点について伺います。 
一つは、２０１３年度の診療体制について。二つ目は、神通川プロジェクトの進捗状

況についてでありますが、富山大学との連携による地域医療研修事業について、現在ど

のようなことが取り組まれているのか。三つ目に、これは新年度予算にあるわけですが、

医師招聘の取組についてということで、医師招聘のための専門コンサルを活用するとあ

ります。このコンサルの実績について伺います。四つ目は、託児所の設置について。市

民病院とたんぽぽ宛は地下通路でつながっております。若い看護師、介護師のための託

児所設置の考えはないか。以上であります。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔病院管理室長 川上清秋 登壇〕 

□病院管理室長（川上清秋） 
それでは、飛騨市民病院の経営方針について４点の質問をいただきましたので、それ

ぞれお答えさせていただきます。まず、２０１３年度の診療体制についてでございます。 
常勤医師確保につきましては、県や富山大学附属病院等に対し、派遣要望を行ってき

ております。 
平成２５年度の常勤医師は、今時点で確定しておりますのは、院長、内科医長、県派

遣医師の３名でございます。現在は、富山大学附属病院第２外科から常勤医師１名を派

遣いただいておりますが、来年度の派遣についてはまだ確定していません。引続き常勤
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医師を派遣いただくよう強く要望している次第です。 
岐阜県からの派遣につきましては、２名の派遣は２４年度に限るとの条件が付いてお

りました。何とか引続き２名を派遣いただくよう強く要望してまいりましたが、県は、

へき地診療所への医師派遣が目的であり、病院への派遣は例外で、２名派遣は特例中の

特例とのことでありました。県からは、派遣できる医師数が少ない中で、特に飛騨北部

地域の救急医療をしっかり守ってほしいとのことで、平成２５年度につきましては１名

を派遣していただくこととなっております。引続き常勤医師の確保につきましては、鋭

意努力してまいります。 
また、河合、宮川、杉原診療所につきましては、根尾両医師に、老健たかはらおよび

袖川・山之村診療所につきましては、小田切医師に勤務していただきます。なお、外来

診療につきましては、富山大学附属病院、高山赤十字病院などの協力を得、非常勤医師

にて今年度の体制を維持し、診療を行ってまいります。 
非常勤医師でございますが、現在、富山大学附属病院から循環器、呼吸器等の専門医

はじめ、それぞれの診療科から２１名、高山赤十字病院からは病院長、小児科医の２名、

富山市の西能病院からは整形外科医３名を各週交替で、須田病院から精神科医１名の派

遣をいただいております。また、河合、宮川診療所におきましては、医師の研修日に久

美愛厚生病院から１名の医師を派遣いただき診療を行っております。 
２番目の神通川プロジェクトの進捗状況についてでございます。神通川プロジェクト

は、富山大学医学部医学科５年生、６年生の学生を対象とした地域医療実習です。富山

大学附属病院では地域医療実習ができないことから、平成２３年度に富山大学医学部地

域医療支援学講座教授から、将来に向けた医師確保対策として、当院を実習病院として

協力していただけないかとの打診がありました。常勤の先生方は「学生指導の負担が増

えるかもしれないが、この病院はしっかり守っていかなければならない」との思いで受

入れていただき、始まったものです。 
富山大学附属病院の総合診療部と救急部に係わる学生が、当院にて地域医療実習をし

ています。総合診療部の学生は、火曜日から木曜日の３日間、救急部の学生は月曜日か

ら金曜日までの５日間の実習で、外来診療、訪問看護実習、老健たかはらでの介護実習

等を行うものでございます。 
平成２４年４月から実習が始まり、現在までに４４名の学生が実習を修了しています。

また、当院で実習した学生を対象とした合宿セミナーが流葉で行われておりますし、富

山大学では、このプロジェクトに関わる多くの発表が行われております。この実習を始

めたことで、学生指導医として非常勤医師の派遣を受けたことや、学生指導医が休日の

日当直に入っていただくなど、常勤医師の負担軽減に対する配慮がなされるなどの成果

がありました。 
また、２５年度には、地域医療支援学講座のご支援により、富山大学附属病院の２年

目の初期研修医師３名が当院で１カ月の研修を行う計画があり、外来診療の負担軽減に
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つながる見込みです。さらには、このプロジェクトと併せて、岐阜大学医学部の３年生

４名が当院で１カ月の地域医療実習を行うなど、富山大学附属病院のみならず、岐阜大

学病院との連携も含めて、将来の医師確保に向けての取り組みとして、しっかり機能し

たプロジェクトと確信しております。 
この事業に掛かる経費でございますが、岐阜県からの補助を受けて実施しており、ハ

ードについては５０％補助、ソフトについては１００％補助となっており、平成２４年

度は８７０万円余りの県補助金の交付決定を受けております。 
次に、医師招聘の取り組みについてでございます。飛騨市民病院の常勤医師の確保に

対しましては、日頃から議員の皆様方にご尽力いただいておりますことに深く感謝を申

し上げます。 
現在も、医師の招聘については複数の民間の医師紹介会社を活用し、各会社のホーム

ページや登録医師に対して、求人情報を提供しています。転職を希望する医師は、紹介

会社に登録する際、勤務希望地や勤務条件を提示します。紹介会社は、医師の希望に合

った病院をマッチングするため、飛騨市民病院が登録医師に紹介されることはほとんど

ありませんでした。勤務希望地がマッチングの障害となっており、首都圏を勤務地に希

望する医師が圧倒的に多く、次は出身都道府県となるようです。岐阜県を勤務希望地と

する医師がいても岐阜地区の希望が多数を占め、飛騨地区を希望する医師がいないのが

現状です。また、登録医師の情報を閲覧することができない仕組みになっており、登録

医師が希望しない限り飛騨市民病院の資料を送ることはできません。 
医師紹介会社のサイトの利用では、当院の就職を直接医師に働きかけることができな

いため、リクルート業務を代行してくれるコンサル的な会社の利用を検討しております。

現在、いくつかの紹介会社の資料を収集しておりますが、その中の転職紹介会社の資料

では、具体的な病院名までは示されていませんが、２０１０年度で年間６５件の医師の

転職を成功させているそうです。このような会社の実績等について、詳細な情報を収集

し、委託する会社を決定したいと考えております。 
最後に、託児所の設置についてでございます。託児所の設置につきましては、女性医

師や若い看護師の確保が順調に進み、必要と判断される時期が来れば検討していかなけ

ればならないと考えておりますが、現在、幼少期を過ぎた子供を持つ看護師がほとんど

であり、必要に迫られている状況ではありません。神岡町内では、３才未満児の保育を

双葉保育園で実施しており、３才未満児保育の利用が定員に満たない時期もあるそうで

す。私立や市立保育園の機能が充実してきており、育児環境は整備されていると思いま

すので、私立や公立の保育園の利用状況も含め考えないといけないと思います。たんぽ

ぽ苑との話し合いは行っておりませんが、たんぽぽ苑の看護師、介護士も当院の看護師、

介護士と同じ状況と思っております。 
医学部へ入学する医学生の半数が女性である現状を考えると、育児環境を整えること

が、勤務先の病院を選択する重要な要件になると考えております。引続き、医師招聘に
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対するご支援をよろしくお願いします。以上で、答弁を終わらせていただきます。 
〔病院管理室長 川上清秋 着席〕 

○１５番（山下博文） 
先般、古田知事と会うことがありまして、当然、知事に会ったわけですから医師の問

題もお話をさせていただきました。今のお話ですと常勤医師は３名ということで、なか

なか常勤医師の確保が難しい。非常勤の医師には、それ相応の数をやっていただくとい

うことになっておりますが。 
この知事の話の中で、医師確保の話をした時に知事が言われたことは、これから地域

枠のお医者さんの数が増えていくというような意味のことを言われました。短時間です

から細かいことは聞くことができなかったのですが、この地域医療の再生事業のことだ

と思うのですが、地域医療再生事業は現在、県の中でどのようなことを取り組まれてい

るかお聞きします。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□病院管理室長（川上清秋） 

それでは、お答えさせていただきます。地域枠につきましては、岐阜県へき地保健医

療計画に盛り込まれた医療人材の確保として、平成２０年度に奨学資金制度が創設され

ました。その中で、岐阜県では岐阜大学医学部に地域枠というものを設けまして、その

地域枠の学生に貸し付ける奨学金でございます。平成２０年度には地域枠１０名、平成

２１年度には１５名、平成２２年度には２５名の地域枠を設けております。それ以降は、

毎年２５名の地域枠の入学をさせております。 
平成２０年度から地域枠の学生が入学しまして、奨学金をもらった学生については、

岐阜県が指定する病院で９年間勤めれば奨学金の返済はない、免除するというものでご

ざいます。 
知事が言われたという、地域枠の学生が出てくるというのは平成２０年度に１０名で、

今年で５年目、平成２５年度に入学する地域枠の学生で１年から６年までそろうという

ものでございます。平成２６年度に地域枠の学生１０名が卒業して、医師免許が取れた

らの話ですけれども、１０名が卒業し、初期研修を２年間終了して、岐阜県内の医療機

関に配属されるのが平成２８年度からとなっております。初期研修の研修病院として、

こちらの方では高山赤十字病院、久美愛厚生病院が指定されておりまして、高山赤十字

病院へ研修に来ております初期研修２年目の医師が、２５年度に飛騨市民病院で３週間

の地域医療研修をするように計画をされております。地域枠の話とは少しずれましたが、

そういうことでよろしくお願いします。 
○１５番（山下博文） 

実際、医師として出てみえるのが７、８年後ということですから、もう少し時間が必

要なのかなと思います。 
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二つ目にコンサル事業です。医師招聘の事業で１，０００万円以上の予算を組んであ

ります。今の説明でなかなか理解ができなかったのですが、要は医師と直接交渉はでき

ない。コンサルもなかなか名前を公表しないなどということだったと思うのです。リク

ルートを通してということで、実績の数は先ほど言われましたけれども、もう少し具体

的に、例えばコンサルに予算そのままを執行するというのは別の話ですけれども、相当

の額は予算化しているわけですから、実際どのように医師招聘に、リクルートを通した

コンサルに取り組んでいくのか、もう少しお願します。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□病院管理室長（川上清秋） 

このコンサルの件でございますが、一般の紹介会社については１人の医師に対して、

いくつかの病院に｢こういう先生がいますが｣ということで話をしていくそうです。 
今回、資料を集めた中の業者は、飛騨市民病院に対して１人の医師をマッチングさせ

ながら、一番この人が合っているというような医師を見付け、交渉を進めていくという

ものらしいです。すみません。そこまでまだ、しっかり確認をしておりませんし、こう

いう資料の中のことですのでよろしくお願いしたいと思います。 
○１５番（山下博文） 

また、予算説明の時でも詳しくお聞きしたいと思います。 
託児所のことですが、今そういう年齢の方がみえないということもあるのですが、私

は前にもこういうことを申し上げましたけれども、これからのお医者さんの数は圧倒的

に女性が増えてくる。女医さんが多くなってくるという状況だと私は認識しております

し、静岡病院の総合病院長の講演を聞いた時も、世界を見ても女医さんの数が増えてき

ている。例えばロシアでは８０％くらい、イタリアの辺りでは６割とか、ヨーロッパの

辺りもそれに近い数字だということを聞きました。これが日本でもそうなるのか。即そ

うなってくるかは分かりませんが、現在の状況でも自治医大でもそういう状況だという

ふうには聞いております。そういう意味で近い将来に託児所というものを、答弁では時

期が来たら検討をするということですから、それで結構ですが、そういう認識も持って

いただきたいと思います。それでは、２点目について質問をいたします。 
山之村地区に未満児保育、一時保育の開設を願うというものであります。飛騨市の最

大の課題が、人口減少の歯止めであります。人口減少対策移住交流推進事業として「あ

んきな飛騨市らいふプロジェクト」を推進中であります。飛騨市の温かい人情や豊かな

自然などをＰＲして飛騨市のファンを増やすことから始め、市外の人に飛騨市に移り住

んでもらうプロジェクトであり、その一つが「米１０俵プロジェクト」であります。内

容は、転入して３年以内に生活の本拠とする住宅を建てられた方に米を１０年間支援す

るという事業であります。また、都市部でＰＲイベントを行い、地元の文化や暮らしを

紹介したり、市内の移住交流施設で飛騨市の暮らしを体験してもらったりして、移住や
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定住を図ることを目的とする事業であります。 
ここで、山之村地域の実態について話をします。山之村の人情味あふれる生活環境や、

豊かな自然を気に入られて移住された方がみえます。この方が１歳半の子供を抱え、育

児に大変困っておられる。何を困っておられるかについては、担当部署は把握しており

ますが、未満児保育がないものですから、働きに出られないということでもあり、預け

ると移住生活を強いられるというような実態であります。 
この方以外にも山之村地区では、１歳～３歳のお子さんを抱えている人が７人おみえ

になる。地域で働くために、みなさんが未満時保育の開設を熱望されております。また、

出産を控えている方もみえ、せっかく飛騨市へ移住されても、あんきな生活ができない

のでは、今のプロジェクトの看板が泣くというものであります。市民は、どこに住んで

も同じ保育を受ける権利があるはずです。是非とも山之村市民の要望に応え、山之村地

区に未満時保育を開設されたい。これについて伺います。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔市民福祉部長 谷澤敦子 登壇〕 

□市民福祉部長（谷澤敦子） 
それでは、山之村地区に一時保育の開設をについてお答えいたします。はじめに、山

之村保育園の経緯ついて少し説明をさせていただきます。 
山之村保育園につきましては、昭和４８年４月下之本地区住民の要望により、公民館

活動としまして下之本小中学校の一部を借り受けて、下之本季節保育所として発足、積

雪期の１２月から２月を除いての９カ月間、住民自らの力で無認可の季節保育が行なわ

れました。 
昭和５６年４月国より、定員３０名での「へき地保育所」として指定を受け、名称を

「神岡町立山之村保育園」として、園児１２名で通年保育により開園いたしました。 
昭和５９年４月「山之村地区他目的集会所」が完成し、集会所の中に保育室を設置し

保育が始まりました。 
平成２３年度より、防犯対策等の安全上および施設の効率化等の観点から、教育委員

会また山之村小中学校のご理解をいただき、保育園を山之村小中学校内に移転いたしま

した。保育室は一階の一番陽当たりのよい教室を一部屋提供していただき、現在園児５

名がのびのびと保育を受けているところでございます。現在の保育園では、３歳以上児

の通常保育と、２歳児からの一時保育事業を行なっており、未満児保育は開設できてい

ない状況であります。 
さて、議員ご質問の山之村地区での未満児保育開設の件でございますが、現施設での

即時受け入れについては、困難な状況にあります。その理由といたしまして一つ目に、

保育室は一部屋しかなく、３歳以上児と未満児を同室で保育するということは、園児の

安全上の観点からも適切ではないこと。二つ目に、学校施設内の他の場所を提供してい
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ただくことは、現状ではなかなか難しいということ。三つ目に、保育園の給食について

は、現在学校調理室において一括調理していただいておりますが、未満児給食への対応

が課題となってくること。四つ目に、トイレ、沐浴施設等の設備面での配慮も必要とな

ってくること。など、さまざまな課題を解決しなければなりません。 
現在、園児は５名でございますが、来年度は年中児３名になる予定です。２歳児にな

っていれば預かることができる、今もやっております一時保育事業は今後も継続をしな

がら、まずは２歳児限定ではございますが、未満児保育から実施できないかにつきまし

て実現に向けて検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
〔市民福祉部長 谷澤敦子 着席〕 

○１５番（山下博文） 
未満児保育を開設するには場所がない。今、学校の中でやるにはスペースがないとい

うことです。今まではコミュニティーセンターでやっていたのですが、ここはもう全て

撤去しておりますし、一番望まれるのは現在の保育所と隣接した所に未満児保育ができ

ればというふうに思います。 
市長に質問いたしますけれども、今、標高１，０００ｍの山の上でご家族が困ってお

られるのです。働きたくても、働きに出られない。子供を抱えているわけですから。で

きるところからやっていく、順序を進めていくというような問題ではないのです。毎日

の生活がかかっているのです、この方々は。ですから私は何としても、市長の決断だと

思うのです。市長として、せっかく来てくれた方々も含めて、そしてほかに７名ほど小

さい子供を抱えて働きたいけれども、預ける所がない。市街地にいれば簡単な話なので

す。ところが、あそこにいるから、１，０００ｍの所に住んでいるから、そういう施設

がないから、その人達は困っているのです。生活がかかっているのです、市長。ここは、

市長の決断で何としてでも、私は今日、明日にやれということではないと思うのですが、

今クリアしなければならない事がいくつかあるという、部長の答弁がありましたから。

それはやるんだと、開設するんだと、そういう気持ちを持って私は望んでもらいたいと

思いますが、市長にお聞きします。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
△市長（井上久則） 

現状は山下議員がおっしゃったとおりということで、担当部も把握をしているところ

でございます。しかしながら、いろんな条件をクリアしなければならないということで、

部長が答弁をしたとおりでございます。ここは市長の判断でやれるか、やれないかとい

うことをおっしゃいますけれども、やはり、こういったクリアしなければならないこと

をしっかりクリアできるかどうかということを、やはり現場等々見させていただいて考

えていかなければならないと思っていますので、今後の課題としてできないかどうかを

ではなく、できる方向で検討をするという部長の答弁でございますので、早速、そうい
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った方向で検討はさせていただきますけれども、難しい問題も多々あるということだけ

はご理解いただきたいと思います。 
○１５番（山下博文） 

市長、そういうご答弁でありますので期待をしますが、難しかったから今までできな

かったということもあるのです。今まで放っていたわけではなく、取り組まれていたわ

けですから、そのことは私も重々分かっております。ぜひ、市長の思いでやっていただ

きたいと思います。 
最後に３点目ですが、飛騨市の農業振興についてです。 
農業振興について、第二次総合計画に基づいて、新規就農者応援事業、担い手応援事

業、畜産関係の支援事業など諸施策を推進しております。そして新年度は、新たに１１

の支援事業が加えられております。 
農地、農業は、安全安心な農産物を提供するばかりではなく、体力増進や健康的な環

境、そして人々に癒しや憩いの場を与えるものであり、決して農地を荒廃させてはなら

ないと思います。飛騨市の農業振興には、農業の後継者づくりが第一であると思ってお

ります。 
そこで、質問を４点いたします。一つは、農業支援センターの具体的な推進事業につ

いて、農業者とともに飛騨市の農業振興を図る目的で支援センターが設立されますが、

具体的な進め方についてということで、今議会で既に３回目の質問になるのですがひと

つお願いいたします。二つ目は、野生動物侵入防止と鳥獣被害対策は万全かということ

です。被害は相当深刻な状況であると思います。里山の整備は効果が実証されておりま

すが、時間がかかるのではないか。電気柵やネットの侵入防止策の効果と、鳥獣の捕獲

実績等について伺います。三つ目に、飛騨地域の新射撃場建設について。この話が出て

大分時間がたっている状況ですが、現在の建設計画、進捗について伺います。四つ目に、

支援事業でどれだけ効果があったのか。専業農家の後継者づくり、多様な担い手の実績

について、事業の結果が求められるわけですから、これらのことについて答弁を求めま

す。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
〔農林部長 石腰豊 登壇〕 

□農林部長（石腰豊） 
それでは、山下議員の飛騨市の農業振興につきまして４点ご質問をいただきましたの

で、回答させていただきます。まず１点目の、農業支援センターの具体的な事業推進に

ついてでございます。 
新年度より農林部内に予定しております農業支援センターにつきましては、営農の現

場に重点を置きます。 
個々の農業者、新規就農者、後継者、定年帰農者、企業の農業参入や集落営農組織に
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対する農業経営の支援として、就農計画の作成および農地取得に対する支援、補助制度・

資金制度の情報提供、営農技術・経営の指導やアドバイス、地域農業をけん引する先進

的な取り組みおよび農地集積など、農業をトータルで支援することを考えております。 
現在の農務係につきましては、国、県との事業調整業務や各種計画の立案などの内部

事業および改良組合、中山間地域等直接支払い事業などの指導調整業務を所管する予定

としております。 
２点目の野生動物侵入防止と鳥獣被害対策は万全かについてでございます。鳥獣によ

る農作物被害が増加いたしますと、営農意欲後退による耕作放棄地の拡大、市街地への

進入による車両、人的事故等の発生が危惧されるところであります。 
飛騨市では、イノシシが主な被害対象動物となっており、その侵入被害防止策として

電気柵、ワイヤーメッシュ柵、これは鋼製恒久柵でございますが、そのようなものがご

ざいます。市では平成２３年度、飛騨市野生動物進入防止施設補助金交付要綱の一部を

改正し、個人へ２分の１以内、上限１０万円の補助を、法人・団体に対して２分の１以

内、上限２００万円までの補助拡充を行いました。 
平成２３年度では、国の補助事業により集落を囲う対策としまして、古川町太江区が

電気柵・鋼製恒久柵７．８ｋｍを設置され、宮川町三川原区では鋼製恒久柵２．１ｋｍ

を設置されました。また、市単独補助事業では、市内で１０２件の個人に対し５７８万

円の施設補助金を交付いたしました。実施された地区、個人につきましては、いずれも

好評であります。本年度につきましても、個人５５件の申請を受け、電気柵４８件、ネ

ット６件、鋼製恒久柵１件、計２０５万円の補助を行っております。平成２５年度につ

きましては、国の補助を受け集落を囲う対策として、神岡町伏方および古川町谷地内で

合計１０．５ｋｍの恒久柵の設置を予定しております。 
猟友会の協力を得まして行っております鳥獣の捕獲実績につきましては、合併当初の

平成１６年度には、クマが７頭、イノシシ２６頭、サル２頭の捕獲でありましたが、年

度を追うごとにイノシシの捕獲数は増加し、平成２０年度はクマ８頭、イノシシ４４頭、

サル１頭、平成２２年度にはクマ５７頭、イノシシ１９０頭、サル１８頭、本年１２月

末の実績ではクマ２３頭、イノシシ１０４頭、サル１１頭となっており、猟友会の皆様

に大変ご苦労をおかけしているのが実情でございます。 
平成２２年頃からは、神岡北部におきましてサルによる被害報告を受けております。

新年度において、サル捕獲用の檻、罠でございますが、この購入を予定しております。 
３点目、飛騨地域の新射撃場建設についてのご質問であります。現在の施設は昭和４

９年に開設され、運営は飛騨猟友会が行っています。当施設は３８年を経過し老朽化が

進み周辺は宅地化され、これに伴います騒音に対する苦情が寄せられており、射撃場自

体の存続が非常に困難な状況にあります。鳥獣被害対策を総合的に進めるためにも、こ

の射撃場問題は早期に解決を図らなければならない課題であります。 
新射撃場建設につきましては、飛騨猟友会が主体となり、高山市清見町内に事業費約
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１億３，０００万円により、平成２７年度の建設を目指し関係機関との調整を行ってい

る状況であります。 
関係の市村につきましては、建設に伴う補助を行う立場にあることから、猟友会の建

設負担費を軽減するためにも、岐阜県知事に対しまして飛騨地域三市一村の飛騨首長連

合、県議会議員で構成されております飛騨地域議員連盟とともに、飛騨地域での射撃場

の必要性と早期整備についても要望を行ったところであります。 
市といたしましても、県の関係機関、猟友会との連携を図り、有害鳥獣被害軽減のた

めの対応を行っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
４点目の、これまでに農業支援策でどれだけの効果があったのかについてでございま

す。 
第二次総合計画の開始年度である平成２２年度から平成２４年度までの３カ年で、新

規就農者および後継者の方は６名でございます。平成２５年度の就農予定者は、４名を

見込んでおります。 
就農される方は、農業関係の学校を卒業された方、まったく新規で就農される方など

さまざまですが、その多くは指導農業士の元で１年から２年の農業研修を行い就農され

ます。農地の取得のため研修期間中に利用権の設定など、就農しやすい土地、基盤整備

された土地等でございますが、これを中心に確保ができますよう飛騨市農業委員会と調

整を行っておりますが、今後はさらに体制を強化してまいりたいと考えております。 
営農技術の向上、取得につきましては、農業アドバイザーおよび指導農業士を中心と

して市内４町、各品目ごとに指導ができる体制を整えております。 
就農後の農業経営安定対策としては、国、県の補助事業を活用しながら資金の借り入

れ、営農器材購入補助などが受けられるよう指導を行っております。 
就農についての問い合せが年々増加の傾向にあり、新年度からは農業支援センターの

所管の事務といたしまして専門的に実施する予定としておりますので、よろしくお願い

いたします。 
〔農林部長 石腰豊 着席〕 

○１５番（山下博文） 
鳥獣、野生動物の侵入、鳥獣被害がかなり深刻であるわけです。今、県の方も相当力

を入れて鳥獣被害対策を取られているのですが、この県の事業とそれぞれ自治体、飛騨

市はどのような関係になっていくのか。つながりについて説明をお願いします。 
◎議長（天木幸男） 

答弁を求めます。 
□農林部長（石腰豊） 

ただ今の鳥獣被害対策の件、また市の体制等のご質問でございます。 
まず、岐阜県には岐阜県鳥獣被害対策本部というものがございます。この本部長は知

事が総括されまして、その中に地域の振興局長、高山でも高山の振興局長が入っており
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ます。その下部組織といたしまして、飛騨地域鳥獣被害対策本部というものがございま

す。この本部につきましては振興局長が本部長となりまして、私ども各市村の関係部長

が部員として入っております。その下に、飛騨市鳥獣被害防止対策協議会というものが

ございまして、これは農林部長が長となりまして鳥獣被害対策の事務を預かっておりま

す。 
それぞれが情報共有を持ちまして、被害の状況また対策について意見を交わします。

その中で、施策等また予算等で必要なものについては、それぞれの部署で対応をしてい

ただきながら各市村の方に最終的にお金が回ってきて、鳥獣被害対策の方で使っている

状況でございます。ちょっと、説明が下手で申し訳ございません。 
○１５番（山下博文） 

私は農業の専門でもありませんし、ほとんどやったことのない人間でありますが、た

だ、荒廃地がだんだんと進んでいるということは認識をしております。 
やはり農業を、これから飛騨市の二次総にも計画が組んでありますが、何といっても

後継者を育てることだと思うのです。やる人がいなければ、荒廃するのは当たり前であ

りまして、是非とも後継者を育てる、育成ということにご尽力をいただきたいと思いま

す。以上で質問を終わります。 
〔１５番 山下博文 着席〕 

 
◆休憩 
◎議長（天木幸男） 

以上で質疑ならびに一般質問を終結いたします。ここで、しばらくの間暫時休憩とい

たします。 
 

（ 休憩 午後３時４０分  再開 午後３時４２分 ） 
 
◆再開 
◎議長（天木幸男） 

それでは引き続き会議を開きます。ただ今議題となっております議案第６号、飛騨市

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから、議案第２２号、財産の無

償譲渡について（飛騨市流葉ふれ愛センター）まで、および議案第２３号、飛騨市駐車

場条例の一部を改正する条例についてから、議案第４８号、指定管理者の指定について

（三之町まちづくりセンター）までの、以上合計４３案件につきましては、お手元に配

付いたしました議案付託一覧表のとおり各常任委員会に付託いたします。 
次に、議題となっております議案第４９号、平成２４年度飛騨市一般会計補正予算（補

正第５号）から議案第６０号、平成２４年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算

（補正第３号）までの１２案件、ならびに議案第６１号、平成２５年度飛騨市一般会計
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予算についてから議案第７５号、平成２５年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算に

ついてまでの１５案件、合わせて２７案件につきましては議員全員をもって構成する予

算特別委員会を設置し、お手元に配付しました議案付託表のとおり予算特別委員会に付

託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（天木幸男） 
ご異議なしと認めます。よって、これら２７案件は議員全員をもって構成する予算特

別委員会を設置し、これに付託の上、審議することに決定いたしました。 
 
◆日程第７３ 議案第７６号 新市まちづくり計画の変更について 

から 
日程第７４ 議案第７７号 飛騨市新型インフルエンザ等対策本部条例 

◎議長（天木幸男） 
日程第７３、追加議案であります議案第７６号、新市まちづくり計画の変更について、

および日程第７４、議案第７７号、飛騨市新型インフルエンザ等対策本部条例について

の２議案につきましては、会議規則第３５条の規定により一括して議題といたします。

本案について説明を求めます。 
〔総務部長 小倉孝文 登壇〕 

□総務部長（小倉孝文） 
追加議案を提出させていただきます。計画変更１件、新規の条例１、合計２議案の要

旨について説明をさせていただきます。 
議案第７６号、新市まちづくり計画の変更につきましては、東日本大震災による被害

を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正により、地方債を起こ

すことができる期間の特例が定められたことに伴い、岐阜県と計画の一部変更につきま

して変更協議が平成２５年２月２６日に整いましたので、議会議決を求めるものでござ

います。 
続きまして議案第７７号、飛騨市新型インフルエンザ等対策本部条例につきましては、

新型インフルエンザ等対策特別措置法公布に伴い制定するものでございます。以上を追

加議案として上程いたしますので、よろしくお願いいたします。 
〔総務部長 小倉孝文 着席〕 

◎議長（天木幸男） 
説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 
（「なし」との声あり。） 

◎議長（天木幸男） 
質疑はないようですので、質疑を終結いたします。ただ今、議題となっております議

案第７６号および議案第７７号につきましては、お手元に配付いたしました議案付託表
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のとおり総務常任委員会に付託いたします。 
 
◆日程第７５ 議案第７８号 平成２４年度飛騨市一般会計補正予算（補正第６号） 
◎議長（天木幸男） 

次に日程第７５、議案第７８号、平成２４年度飛騨市一般会計補正予算（補正第６号）

を議題といたします。本案について説明を求めます。 
〔総務部長 小倉孝文 登壇〕 

□総務部長（小倉孝文） 
議案第７８号、平成２４年度飛騨市一般会計補正予算、追加でございますが説明をい

たします。 
今回の補正は本議会の開会直後に発生し、緊急に対応しなければならない議案です。

歳入では、国の緊急経済対策とし予算化された事業のうち、当市に関係する事業につい

て今議会に上程しております補正第５号に計上しているところですが、国からその補正

裏に補正予算債を充てることが可能であるとの見解が示されたことから、市債１億１６

０万円の追加をお願いするものでございます。 
歳出では、２月下旬の降雪により除雪費がかさみ除雪委託料が底をついたことから、

今年度中の費用を確保するため７，０００万円の追加をお願いするものであります。ま

た、予備費においても除雪費に充当していることから予算残額がなくなる見込みであり、

今後の不測の事態に備えるため３，１６０万円の追加をお願いするものでございます。 
これにより補正後の一般会計予算総額は、歳入歳出それぞれ１億１６０万円を増額し、

合計で１９４億１，６３５万８，０００円となります。以上、よろしく審議の上ご議決

いただきますようお願いいたします。 
〔総務部長 小倉孝文 着席〕 

◎議長（天木幸男） 
説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 
（「なし」との声あり。） 

◎議長（天木幸男） 
質疑がないようですので、質疑を終結いたします。本案は、先ほど設置いたしました

議員全員をもって構成する予算特別委員会に付託したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 
（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（天木幸男） 
ご異議なしと認めます。よって、議案第７８号は議員全員をもって構成する予算特別

委員会に付託の上、審議することに決定いたしました。 
ここでお諮りいたします。議案精読のため、３月７日から１０日までの４日間は休会

といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

63 
 



（「異議なし」との声あり。） 
◎議長（天木幸男） 

ご異議なしと認めます。よって、３月７日から３月１０日までの４日間は、議案精読

のため休会とすることに決しました。 
 
◆散会 
◎議長（天木幸男） 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。次回の会議は３月１１日、議会運営委員

会終了後、午後４時からを予定といたします。本日はこれにて散会といたします。 
 

（ 散会 午後３時４９分 ） 
 
 
 
地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 
 
 
 
飛騨市議会議長       天 木 幸 男           
 
 
 
 
飛騨市議会議員（３番）   田 中 清 安 
 
 
 
 
飛騨市議会議員（４番）   洞 口 和 彦 
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